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本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第31号） 

１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の規定の 

整備をすることとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、一部を除き、令和２（2020）年９月１日から施行することとしました。 

◇栃木県建築基準条例の一部改正（栃木県条例第32号） 

 建築基準法施行令の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 避難上の安全性能を有する区画部分について、内装制限に関する規定の適用を除外することとしました。  

（第８条関係） 

２ 建築物の一部がホテル等の用途に供するもので、階数が２であり、かつ、その用途に供する部分の床面積  

の合計が200平方メートルを超えるものであっても、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じ  

られている場合は、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の壁等で区画することを要しないこととしまし  

た。（第31条関係） 

３ 内装制限に関する規定の適用を除外する建築物の部分に、火災が発生した場合に避難上支障のある高さま  

で煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を加えることとしました。（第42条関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例の一部改正（栃木県条例第33号） 

１ 栃木県ライフル射撃場の管理を指定管理者に行わせることができることとするため、所要の規定の整備を  

することとしました。（第１条の２、第２条、第４条の２、第４条の３、第７条及び第８条関係） 

２ 射撃施設の使用料の額を引き上げることとしました。 

３ やむを得ない理由により射撃施設を午前９時前又は午後５時後に専用利用する場合における使用料の額を  

定めることとしました。（以上別表関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ この条例は、令和３（2021）年４月１日から施行することとしました。 

◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正（栃木県条例第34号） 

１ 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当について、新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を  

保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事した場合における手当の支給に係る特例を設けること  

としました。（附則第２項関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和２（2020）年２月１日から適用することとし  

ました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県県税条例等の一部改正（栃木県条例第35号） 

 地方税法等の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 栃木県県税条例関係 

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る申請書の訂正等の期限は、当該訂正等を求め  

る旨の通知を受けた日から20日以内とすることとしました。（附則第31条関係） 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症等に係る個人県民税の寄附金税額控除の特例の対象となる入場料金等払戻請  

求権の全部又は一部の放棄（以下「払戻請求権放棄」という。）は、指定行事の中止等により生じた払戻  

請求権放棄とすることとしました。（附則第32条関係） 

 ⑶ 法人税において連結納税制度から通算制度へ移行することに伴い、法人県民税及び法人事業税につい  

て、所要の規定の整備をすることとしました。（第30条、第35条、第58条及び第60条関係） 

 ⑷ 自家用の乗用車を取得した場合の自動車税の環境性能割の税率について、燃費基準値達成度等に応じ、  

  ２％を１％と、３％を２％とする特例措置の適用期限を令和３（2021）年３月31日まで延長することとし  

ました。（附則第27条の２関係） 
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◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第31号） 

１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の規定の 

整備をすることとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、一部を除き、令和２（2020）年９月１日から施行することとしました。 

◇栃木県建築基準条例の一部改正（栃木県条例第32号） 

 建築基準法施行令の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 避難上の安全性能を有する区画部分について、内装制限に関する規定の適用を除外することとしました。  

（第８条関係） 

２ 建築物の一部がホテル等の用途に供するもので、階数が２であり、かつ、その用途に供する部分の床面積  

の合計が200平方メートルを超えるものであっても、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じ  

られている場合は、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の壁等で区画することを要しないこととしまし  

た。（第31条関係） 

３ 内装制限に関する規定の適用を除外する建築物の部分に、火災が発生した場合に避難上支障のある高さま  

で煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を加えることとしました。（第42条関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例の一部改正（栃木県条例第33号） 

１ 栃木県ライフル射撃場の管理を指定管理者に行わせることができることとするため、所要の規定の整備を  

することとしました。（第１条の２、第２条、第４条の２、第４条の３、第７条及び第８条関係） 

２ 射撃施設の使用料の額を引き上げることとしました。 

３ やむを得ない理由により射撃施設を午前９時前又は午後５時後に専用利用する場合における使用料の額を  

定めることとしました。（以上別表関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ この条例は、令和３（2021）年４月１日から施行することとしました。 

◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正（栃木県条例第34号） 

１ 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当について、新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を  

保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事した場合における手当の支給に係る特例を設けること  

としました。（附則第２項関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和２（2020）年２月１日から適用することとし  

ました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県県税条例等の一部改正（栃木県条例第35号） 

 地方税法等の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 栃木県県税条例関係 

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る申請書の訂正等の期限は、当該訂正等を求め  

る旨の通知を受けた日から20日以内とすることとしました。（附則第31条関係） 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症等に係る個人県民税の寄附金税額控除の特例の対象となる入場料金等払戻請  

求権の全部又は一部の放棄（以下「払戻請求権放棄」という。）は、指定行事の中止等により生じた払戻  

請求権放棄とすることとしました。（附則第32条関係） 

 ⑶ 法人税において連結納税制度から通算制度へ移行することに伴い、法人県民税及び法人事業税につい  

て、所要の規定の整備をすることとしました。（第30条、第35条、第58条及び第60条関係） 

 ⑷ 自家用の乗用車を取得した場合の自動車税の環境性能割の税率について、燃費基準値達成度等に応じ、  

  ２％を１％と、３％を２％とする特例措置の適用期限を令和３（2021）年３月31日まで延長することとし  

ました。（附則第27条の２関係） 
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◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第31号） 

１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の規定の 

整備をすることとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、一部を除き、令和２（2020）年９月１日から施行することとしました。 
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１ 避難上の安全性能を有する区画部分について、内装制限に関する規定の適用を除外することとしました。  
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た。（第31条関係） 

３ 内装制限に関する規定の適用を除外する建築物の部分に、火災が発生した場合に避難上支障のある高さま  

で煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を加えることとしました。（第42条関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 
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２ 射撃施設の使用料の額を引き上げることとしました。 

３ やむを得ない理由により射撃施設を午前９時前又は午後５時後に専用利用する場合における使用料の額を  

定めることとしました。（以上別表関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ この条例は、令和３（2021）年４月１日から施行することとしました。 

◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正（栃木県条例第34号） 

１ 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当について、新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を  

保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事した場合における手当の支給に係る特例を設けること  

としました。（附則第２項関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和２（2020）年２月１日から適用することとし  

ました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県県税条例等の一部改正（栃木県条例第35号） 

 地方税法等の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 栃木県県税条例関係 

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る申請書の訂正等の期限は、当該訂正等を求め  

る旨の通知を受けた日から20日以内とすることとしました。（附則第31条関係） 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症等に係る個人県民税の寄附金税額控除の特例の対象となる入場料金等払戻請  

求権の全部又は一部の放棄（以下「払戻請求権放棄」という。）は、指定行事の中止等により生じた払戻  

請求権放棄とすることとしました。（附則第32条関係） 

 ⑶ 法人税において連結納税制度から通算制度へ移行することに伴い、法人県民税及び法人事業税につい  

て、所要の規定の整備をすることとしました。（第30条、第35条、第58条及び第60条関係） 

 ⑷ 自家用の乗用車を取得した場合の自動車税の環境性能割の税率について、燃費基準値達成度等に応じ、  
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  次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。 
  一 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  二 栃 木 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  三 栃 木 県 ラ イ フ ル 射 撃 場 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  四 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  五 栃 木 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

   令 和 二 年 六 月 十 六 日 

                          栃 木 県 知 事  福  田  富  一   
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栃 木 県 条 例 第 三 十 一 号

栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ）

事 務 金 額 事 務 金 額

一 ～ 百 八 十 二 略 一 ～ 百 八 十 二 略

百 八 十 三 医 薬 品 、 略 百 八 十 三 医 薬 品 、 略

医 療 機 器 等 の 品 医 療 機 器 等 の 品

質 、 有 効 性 及 び 安 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 第 す る 法 律 施 行 令 第

八 十 条 第 一 項 第 一 八 十 条 第 一 項 第 一

号 及 び 第 二 項 第 五 号 及 び 第 二 項 第 五

号 の 規 定 に 基 づ く 号 の 規 定 に 基 づ く

医 薬 品 、 医 療 機 器 医 薬 品 、 医 療 機 器

等 の 品 質 、 有 効 性 等 の 品 質 、 有 効 性

及 び 安 全 性 の 確 保 及 び 安 全 性 の 確 保

等 に 関 す る 法 律 第 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 十 三 項 の 十 四 条 第 九 項 の

規 定 に よ る 医 薬 品 規 定 に よ る 医 薬 品

又 は 医 薬 部 外 品 の 又 は 医 薬 部 外 品 の

製 造 販 売 の 承 認 事 製 造 販 売 の 承 認 事

項 の 一 部 変 更 の 承 項 の 一 部 変 更 の 承

認 の 申 請 に 対 す る 認 の 申 請 に 対 す る

審 査 審 査

百 八 十 四 医 薬 品 、 略 百 八 十 四 医 薬 品 、 略

医 療 機 器 等 の 品 医 療 機 器 等 の 品

質 、 有 効 性 及 び 安 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 第 す る 法 律 施 行 令 第

八 十 条 第 二 項 第 七 八 十 条 第 二 項 第 七

号 の 規 定 に 基 づ く 号 の 規 定 に 基 づ く

医 薬 品 、 医 療 機 器 医 薬 品 、 医 療 機 器

等 の 品 質 、 有 効 性 等 の 品 質 、 有 効 性

及 び 安 全 性 の 確 保 及 び 安 全 性 の 確 保
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 ⑸ 所要の規定の整備をすることとしました。 

２ 栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例関係 

 所要の規定の整備をすることとしました。 

３ とちぎの元気な森づくり県民税条例関係 

  法人税において連結納税制度から通算制度へ移行することに伴い、所要の規定の整備をすることとしまし  

た。（第４条関係） 

４ 栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例関係 

  県税（事業税、不動産取得税及び固定資産税）の課税免除措置及び不均一課税措置の適用期限を令和４  

（2022）年３月31日まで延長することとしました。（第２条関係） 

５ 施行期日等 

⑴ この条例は、一部を除き、公布の日から施行することとしました。 

⑵ ４は、令和２（2020）年４月１日から適用することとしました。 

⑶ 所要の経過措置を規定することとしました。 

1 
 

本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第31号） 

１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の規定の 

整備をすることとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、一部を除き、令和２（2020）年９月１日から施行することとしました。 

◇栃木県建築基準条例の一部改正（栃木県条例第32号） 

 建築基準法施行令の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 避難上の安全性能を有する区画部分について、内装制限に関する規定の適用を除外することとしました。  

（第８条関係） 

２ 建築物の一部がホテル等の用途に供するもので、階数が２であり、かつ、その用途に供する部分の床面積  

の合計が200平方メートルを超えるものであっても、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じ  

られている場合は、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の壁等で区画することを要しないこととしまし  

た。（第31条関係） 

３ 内装制限に関する規定の適用を除外する建築物の部分に、火災が発生した場合に避難上支障のある高さま  

で煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を加えることとしました。（第42条関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例の一部改正（栃木県条例第33号） 

１ 栃木県ライフル射撃場の管理を指定管理者に行わせることができることとするため、所要の規定の整備を  

することとしました。（第１条の２、第２条、第４条の２、第４条の３、第７条及び第８条関係） 

２ 射撃施設の使用料の額を引き上げることとしました。 

３ やむを得ない理由により射撃施設を午前９時前又は午後５時後に専用利用する場合における使用料の額を  

定めることとしました。（以上別表関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ この条例は、令和３（2021）年４月１日から施行することとしました。 

◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正（栃木県条例第34号） 

１ 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当について、新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を  

保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事した場合における手当の支給に係る特例を設けること  

としました。（附則第２項関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和２（2020）年２月１日から適用することとし  

ました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県県税条例等の一部改正（栃木県条例第35号） 

 地方税法等の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 栃木県県税条例関係 

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る申請書の訂正等の期限は、当該訂正等を求め  

る旨の通知を受けた日から20日以内とすることとしました。（附則第31条関係） 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症等に係る個人県民税の寄附金税額控除の特例の対象となる入場料金等払戻請  

求権の全部又は一部の放棄（以下「払戻請求権放棄」という。）は、指定行事の中止等により生じた払戻  

請求権放棄とすることとしました。（附則第32条関係） 

 ⑶ 法人税において連結納税制度から通算制度へ移行することに伴い、法人県民税及び法人事業税につい  

て、所要の規定の整備をすることとしました。（第30条、第35条、第58条及び第60条関係） 

 ⑷ 自家用の乗用車を取得した場合の自動車税の環境性能割の税率について、燃費基準値達成度等に応じ、  

  ２％を１％と、３％を２％とする特例措置の適用期限を令和３（2021）年３月31日まで延長することとし  

ました。（附則第27条の２関係） 

本号で公布された条例のあらまし
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本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第31号） 

１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の規定の 

整備をすることとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、一部を除き、令和２（2020）年９月１日から施行することとしました。 

◇栃木県建築基準条例の一部改正（栃木県条例第32号） 

 建築基準法施行令の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 避難上の安全性能を有する区画部分について、内装制限に関する規定の適用を除外することとしました。  

（第８条関係） 

２ 建築物の一部がホテル等の用途に供するもので、階数が２であり、かつ、その用途に供する部分の床面積  

の合計が200平方メートルを超えるものであっても、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じ  

られている場合は、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の壁等で区画することを要しないこととしまし  

た。（第31条関係） 

３ 内装制限に関する規定の適用を除外する建築物の部分に、火災が発生した場合に避難上支障のある高さま  

で煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を加えることとしました。（第42条関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例の一部改正（栃木県条例第33号） 

１ 栃木県ライフル射撃場の管理を指定管理者に行わせることができることとするため、所要の規定の整備を  

することとしました。（第１条の２、第２条、第４条の２、第４条の３、第７条及び第８条関係） 

２ 射撃施設の使用料の額を引き上げることとしました。 

３ やむを得ない理由により射撃施設を午前９時前又は午後５時後に専用利用する場合における使用料の額を  

定めることとしました。（以上別表関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ この条例は、令和３（2021）年４月１日から施行することとしました。 

◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正（栃木県条例第34号） 

１ 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当について、新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を  

保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事した場合における手当の支給に係る特例を設けること  

としました。（附則第２項関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和２（2020）年２月１日から適用することとし  

ました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県県税条例等の一部改正（栃木県条例第35号） 

 地方税法等の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 栃木県県税条例関係 

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る申請書の訂正等の期限は、当該訂正等を求め  

る旨の通知を受けた日から20日以内とすることとしました。（附則第31条関係） 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症等に係る個人県民税の寄附金税額控除の特例の対象となる入場料金等払戻請  

求権の全部又は一部の放棄（以下「払戻請求権放棄」という。）は、指定行事の中止等により生じた払戻  

請求権放棄とすることとしました。（附則第32条関係） 

 ⑶ 法人税において連結納税制度から通算制度へ移行することに伴い、法人県民税及び法人事業税につい  

て、所要の規定の整備をすることとしました。（第30条、第35条、第58条及び第60条関係） 

 ⑷ 自家用の乗用車を取得した場合の自動車税の環境性能割の税率について、燃費基準値達成度等に応じ、  

  ２％を１％と、３％を２％とする特例措置の適用期限を令和３（2021）年３月31日まで延長することとし  

ました。（附則第27条の２関係） 

本号で公布された条例のあらまし
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本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第31号） 

１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の規定の 

整備をすることとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、一部を除き、令和２（2020）年９月１日から施行することとしました。 

◇栃木県建築基準条例の一部改正（栃木県条例第32号） 

 建築基準法施行令の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 避難上の安全性能を有する区画部分について、内装制限に関する規定の適用を除外することとしました。  

（第８条関係） 

２ 建築物の一部がホテル等の用途に供するもので、階数が２であり、かつ、その用途に供する部分の床面積  

の合計が200平方メートルを超えるものであっても、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じ  

られている場合は、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の壁等で区画することを要しないこととしまし  

た。（第31条関係） 

３ 内装制限に関する規定の適用を除外する建築物の部分に、火災が発生した場合に避難上支障のある高さま  

で煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を加えることとしました。（第42条関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例の一部改正（栃木県条例第33号） 

１ 栃木県ライフル射撃場の管理を指定管理者に行わせることができることとするため、所要の規定の整備を  

することとしました。（第１条の２、第２条、第４条の２、第４条の３、第７条及び第８条関係） 

２ 射撃施設の使用料の額を引き上げることとしました。 

３ やむを得ない理由により射撃施設を午前９時前又は午後５時後に専用利用する場合における使用料の額を  

定めることとしました。（以上別表関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ この条例は、令和３（2021）年４月１日から施行することとしました。 

◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正（栃木県条例第34号） 

１ 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当について、新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を  

保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事した場合における手当の支給に係る特例を設けること  

としました。（附則第２項関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和２（2020）年２月１日から適用することとし  

ました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県県税条例等の一部改正（栃木県条例第35号） 

 地方税法等の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 栃木県県税条例関係 

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る申請書の訂正等の期限は、当該訂正等を求め  

る旨の通知を受けた日から20日以内とすることとしました。（附則第31条関係） 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症等に係る個人県民税の寄附金税額控除の特例の対象となる入場料金等払戻請  

求権の全部又は一部の放棄（以下「払戻請求権放棄」という。）は、指定行事の中止等により生じた払戻  

請求権放棄とすることとしました。（附則第32条関係） 

 ⑶ 法人税において連結納税制度から通算制度へ移行することに伴い、法人県民税及び法人事業税につい  

て、所要の規定の整備をすることとしました。（第30条、第35条、第58条及び第60条関係） 

 ⑷ 自家用の乗用車を取得した場合の自動車税の環境性能割の税率について、燃費基準値達成度等に応じ、  

  ２％を１％と、３％を２％とする特例措置の適用期限を令和３（2021）年３月31日まで延長することとし  

ました。（附則第27条の２関係） 

条 例

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。 
  一 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  二 栃 木 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  三 栃 木 県 ラ イ フ ル 射 撃 場 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  四 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  五 栃 木 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

   令 和 二 年 六 月 十 六 日 

                          栃 木 県 知 事  福  田  富  一   
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栃 木 県 条 例 第 三 十 一 号

栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ）

事 務 金 額 事 務 金 額

一 ～ 百 八 十 二 略 一 ～ 百 八 十 二 略

百 八 十 三 医 薬 品 、 略 百 八 十 三 医 薬 品 、 略

医 療 機 器 等 の 品 医 療 機 器 等 の 品

質 、 有 効 性 及 び 安 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 第 す る 法 律 施 行 令 第

八 十 条 第 一 項 第 一 八 十 条 第 一 項 第 一

号 及 び 第 二 項 第 五 号 及 び 第 二 項 第 五

号 の 規 定 に 基 づ く 号 の 規 定 に 基 づ く

医 薬 品 、 医 療 機 器 医 薬 品 、 医 療 機 器

等 の 品 質 、 有 効 性 等 の 品 質 、 有 効 性

及 び 安 全 性 の 確 保 及 び 安 全 性 の 確 保

等 に 関 す る 法 律 第 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 十 三 項 の 十 四 条 第 九 項 の

規 定 に よ る 医 薬 品 規 定 に よ る 医 薬 品

又 は 医 薬 部 外 品 の 又 は 医 薬 部 外 品 の

製 造 販 売 の 承 認 事 製 造 販 売 の 承 認 事

項 の 一 部 変 更 の 承 項 の 一 部 変 更 の 承

認 の 申 請 に 対 す る 認 の 申 請 に 対 す る

審 査 審 査

百 八 十 四 医 薬 品 、 略 百 八 十 四 医 薬 品 、 略

医 療 機 器 等 の 品 医 療 機 器 等 の 品

質 、 有 効 性 及 び 安 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 第 す る 法 律 施 行 令 第

八 十 条 第 二 項 第 七 八 十 条 第 二 項 第 七

号 の 規 定 に 基 づ く 号 の 規 定 に 基 づ く

医 薬 品 、 医 療 機 器 医 薬 品 、 医 療 機 器

等 の 品 質 、 有 効 性 等 の 品 質 、 有 効 性

及 び 安 全 性 の 確 保 及 び 安 全 性 の 確 保

2 
 

 ⑸ 所要の規定の整備をすることとしました。 

２ 栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例関係 

 所要の規定の整備をすることとしました。 

３ とちぎの元気な森づくり県民税条例関係 

  法人税において連結納税制度から通算制度へ移行することに伴い、所要の規定の整備をすることとしまし  

た。（第４条関係） 

４ 栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例関係 

  県税（事業税、不動産取得税及び固定資産税）の課税免除措置及び不均一課税措置の適用期限を令和４  

（2022）年３月31日まで延長することとしました。（第２条関係） 

５ 施行期日等 

⑴ この条例は、一部を除き、公布の日から施行することとしました。 

⑵ ４は、令和２（2020）年４月１日から適用することとしました。 

⑶ 所要の経過措置を規定することとしました。 

1 
 

本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第31号） 

１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の規定の 

整備をすることとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、一部を除き、令和２（2020）年９月１日から施行することとしました。 

◇栃木県建築基準条例の一部改正（栃木県条例第32号） 

 建築基準法施行令の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 避難上の安全性能を有する区画部分について、内装制限に関する規定の適用を除外することとしました。  

（第８条関係） 

２ 建築物の一部がホテル等の用途に供するもので、階数が２であり、かつ、その用途に供する部分の床面積  

の合計が200平方メートルを超えるものであっても、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じ  

られている場合は、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の壁等で区画することを要しないこととしまし  

た。（第31条関係） 

３ 内装制限に関する規定の適用を除外する建築物の部分に、火災が発生した場合に避難上支障のある高さま  

で煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を加えることとしました。（第42条関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例の一部改正（栃木県条例第33号） 

１ 栃木県ライフル射撃場の管理を指定管理者に行わせることができることとするため、所要の規定の整備を  

することとしました。（第１条の２、第２条、第４条の２、第４条の３、第７条及び第８条関係） 

２ 射撃施設の使用料の額を引き上げることとしました。 

３ やむを得ない理由により射撃施設を午前９時前又は午後５時後に専用利用する場合における使用料の額を  

定めることとしました。（以上別表関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ この条例は、令和３（2021）年４月１日から施行することとしました。 

◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正（栃木県条例第34号） 

１ 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当について、新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を  

保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事した場合における手当の支給に係る特例を設けること  

としました。（附則第２項関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和２（2020）年２月１日から適用することとし  

ました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県県税条例等の一部改正（栃木県条例第35号） 

 地方税法等の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 栃木県県税条例関係 

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る申請書の訂正等の期限は、当該訂正等を求め  

る旨の通知を受けた日から20日以内とすることとしました。（附則第31条関係） 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症等に係る個人県民税の寄附金税額控除の特例の対象となる入場料金等払戻請  

求権の全部又は一部の放棄（以下「払戻請求権放棄」という。）は、指定行事の中止等により生じた払戻  

請求権放棄とすることとしました。（附則第32条関係） 

 ⑶ 法人税において連結納税制度から通算制度へ移行することに伴い、法人県民税及び法人事業税につい  

て、所要の規定の整備をすることとしました。（第30条、第35条、第58条及び第60条関係） 

 ⑷ 自家用の乗用車を取得した場合の自動車税の環境性能割の税率について、燃費基準値達成度等に応じ、  

  ２％を１％と、３％を２％とする特例措置の適用期限を令和３（2021）年３月31日まで延長することとし  

ました。（附則第27条の２関係） 

条 例

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。 
  一 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  二 栃 木 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  三 栃 木 県 ラ イ フ ル 射 撃 場 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  四 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  五 栃 木 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

   令 和 二 年 六 月 十 六 日 

                          栃 木 県 知 事  福  田  富  一   
 

 

0
0

栃 木 県 条 例 第 三 十 一 号

栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ）

事 務 金 額 事 務 金 額

一 ～ 百 八 十 二 略 一 ～ 百 八 十 二 略

百 八 十 三 医 薬 品 、 略 百 八 十 三 医 薬 品 、 略

医 療 機 器 等 の 品 医 療 機 器 等 の 品

質 、 有 効 性 及 び 安 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 第 す る 法 律 施 行 令 第

八 十 条 第 一 項 第 一 八 十 条 第 一 項 第 一

号 及 び 第 二 項 第 五 号 及 び 第 二 項 第 五

号 の 規 定 に 基 づ く 号 の 規 定 に 基 づ く

医 薬 品 、 医 療 機 器 医 薬 品 、 医 療 機 器

等 の 品 質 、 有 効 性 等 の 品 質 、 有 効 性

及 び 安 全 性 の 確 保 及 び 安 全 性 の 確 保

等 に 関 す る 法 律 第 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 十 三 項 の 十 四 条 第 九 項 の

規 定 に よ る 医 薬 品 規 定 に よ る 医 薬 品

又 は 医 薬 部 外 品 の 又 は 医 薬 部 外 品 の

製 造 販 売 の 承 認 事 製 造 販 売 の 承 認 事

項 の 一 部 変 更 の 承 項 の 一 部 変 更 の 承

認 の 申 請 に 対 す る 認 の 申 請 に 対 す る

審 査 審 査

百 八 十 四 医 薬 品 、 略 百 八 十 四 医 薬 品 、 略

医 療 機 器 等 の 品 医 療 機 器 等 の 品

質 、 有 効 性 及 び 安 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 第 す る 法 律 施 行 令 第

八 十 条 第 二 項 第 七 八 十 条 第 二 項 第 七

号 の 規 定 に 基 づ く 号 の 規 定 に 基 づ く

医 薬 品 、 医 療 機 器 医 薬 品 、 医 療 機 器

等 の 品 質 、 有 効 性 等 の 品 質 、 有 効 性

及 び 安 全 性 の 確 保 及 び 安 全 性 の 確 保
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 ⑸ 所要の規定の整備をすることとしました。 

２ 栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例関係 

 所要の規定の整備をすることとしました。 

３ とちぎの元気な森づくり県民税条例関係 

  法人税において連結納税制度から通算制度へ移行することに伴い、所要の規定の整備をすることとしまし  

た。（第４条関係） 

４ 栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例関係 

  県税（事業税、不動産取得税及び固定資産税）の課税免除措置及び不均一課税措置の適用期限を令和４  

（2022）年３月31日まで延長することとしました。（第２条関係） 

５ 施行期日等 

⑴ この条例は、一部を除き、公布の日から施行することとしました。 

⑵ ４は、令和２（2020）年４月１日から適用することとしました。 

⑶ 所要の経過措置を規定することとしました。 

1 
 

本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第31号） 

１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の規定の 

整備をすることとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、一部を除き、令和２（2020）年９月１日から施行することとしました。 

◇栃木県建築基準条例の一部改正（栃木県条例第32号） 

 建築基準法施行令の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 避難上の安全性能を有する区画部分について、内装制限に関する規定の適用を除外することとしました。  

（第８条関係） 

２ 建築物の一部がホテル等の用途に供するもので、階数が２であり、かつ、その用途に供する部分の床面積  

の合計が200平方メートルを超えるものであっても、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じ  

られている場合は、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の壁等で区画することを要しないこととしまし  

た。（第31条関係） 

３ 内装制限に関する規定の適用を除外する建築物の部分に、火災が発生した場合に避難上支障のある高さま  

で煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を加えることとしました。（第42条関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例の一部改正（栃木県条例第33号） 

１ 栃木県ライフル射撃場の管理を指定管理者に行わせることができることとするため、所要の規定の整備を  

することとしました。（第１条の２、第２条、第４条の２、第４条の３、第７条及び第８条関係） 

２ 射撃施設の使用料の額を引き上げることとしました。 

３ やむを得ない理由により射撃施設を午前９時前又は午後５時後に専用利用する場合における使用料の額を  

定めることとしました。（以上別表関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ この条例は、令和３（2021）年４月１日から施行することとしました。 

◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正（栃木県条例第34号） 

１ 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当について、新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を  

保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事した場合における手当の支給に係る特例を設けること  

としました。（附則第２項関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和２（2020）年２月１日から適用することとし  

ました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県県税条例等の一部改正（栃木県条例第35号） 

 地方税法等の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 栃木県県税条例関係 

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る申請書の訂正等の期限は、当該訂正等を求め  

る旨の通知を受けた日から20日以内とすることとしました。（附則第31条関係） 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症等に係る個人県民税の寄附金税額控除の特例の対象となる入場料金等払戻請  

求権の全部又は一部の放棄（以下「払戻請求権放棄」という。）は、指定行事の中止等により生じた払戻  

請求権放棄とすることとしました。（附則第32条関係） 

 ⑶ 法人税において連結納税制度から通算制度へ移行することに伴い、法人県民税及び法人事業税につい  

て、所要の規定の整備をすることとしました。（第30条、第35条、第58条及び第60条関係） 

 ⑷ 自家用の乗用車を取得した場合の自動車税の環境性能割の税率について、燃費基準値達成度等に応じ、  

  ２％を１％と、３％を２％とする特例措置の適用期限を令和３（2021）年３月31日まで延長することとし  

ました。（附則第27条の２関係） 



（3）栃 木 県 公 報 号外第42号令和２（2020）年６月16日　火曜日

等 に 関 す る 法 律 第 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 七 項 （ 同 十 四 条 第 六 項 （ 同0
0

条 第 十 三 項 に お い 条 第 九 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） 又 は 第 八 含 む 。 ） 又 は 第 八

十 条 第 一 項 の 規 定 十 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 医 薬 品 又 は に よ る 医 薬 品 又 は

医 薬 部 外 品 に 係 る 医 薬 部 外 品 に 係 る

適 合 性 調 査 （ 次 項 適 合 性 調 査 （ 次 項

に 掲 げ る も の を 除 に 掲 げ る も の を 除

く 。 ） く 。 ）

百 八 十 五 医 薬 品 、 略 百 八 十 五 医 薬 品 、 略

医 療 機 器 等 の 品 医 療 機 器 等 の 品

質 、 有 効 性 及 び 安 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 第 す る 法 律 施 行 令 第

八 十 条 第 二 項 第 七 八 十 条 第 二 項 第 七

号 の 規 定 に 基 づ く 号 の 規 定 に 基 づ く

医 薬 品 、 医 療 機 器 医 薬 品 、 医 療 機 器

等 の 品 質 、 有 効 性 等 の 品 質 、 有 効 性

及 び 安 全 性 の 確 保 及 び 安 全 性 の 確 保

等 に 関 す る 法 律 第 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 七 項 又 は 十 四 条 第 六 項 又 は

第 八 十 条 第 一 項 の 第 八 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 医 薬 品 規 定 に よ る 医 薬 品

又 は 医 薬 部 外 品 に 又 は 医 薬 部 外 品 に

係 る 適 合 性 調 査 係 る 適 合 性 調 査

（ こ れ ら の 項 に 規 （ こ れ ら の 項 に 規

定 す る 期 間 を 経 過 定 す る 期 間 を 経 過

す る ご と に 受 け る す る ご と に 受 け る

も の に 限 る 。 ） も の に 限 る 。 ）

百 八 十 五 の 二 ～ 三 百 七 十 二 略 百 八 十 五 の 二 ～ 三 百 七 十 二 略

三 百 七 十 三 家 畜 伝 １ 牛 の 結 核 検 査 三 百 七 十 三 家 畜 伝 １ 牛 の 結 核 病 検 査

染 病 予 防 法 （ 昭 和 一 頭 に つ き 六 百 染 病 予 防 法 （ 昭 和 一 頭 に つ き 六 百

二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 円 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 円

六 十 六 号 ） 第 四 条 ２ 牛 の ブ ル セ ラ 症 六 十 六 号 ） 第 四 条 ２ 牛 の ブ ル セ ラ 病

の 二 第 五 項 、 第 五 検 査 一 頭 に つ き の 二 第 五 項 、 第 五 検 査 一 頭 に つ き

条 第 一 項 又 は 第 三 五 百 七 十 円 条 第 一 項 又 は 第 三 五 百 七 十 円

十 一 条 第 一 項 の 規 ３ ～ ６ 略 十 一 条 第 一 項 の 規 ３ ～ ６ 略

定 に 基 づ く 家 畜 又 ７ 家 き ん サ ル モ ネ 定 に 基 づ く 家 畜 又 ７ 家 き ん サ ル モ ネ

は そ の 死 体 の 検 査 ラ 症 （ サ ル モ は そ の 死 体 の 検 査 ラ 感 染 症 （ サ ル モ

（ 同 法 第 五 条 第 一 ネ ラ ・ プ ロ ー ラ ム （ 同 法 第 五 条 第 一 ネ ラ ・ プ ロ ー ラ ム

項 の 規 定 に 基 づ く に よ る も の に 限 項 の 規 定 に 基 づ く に よ る も の に 限

家 畜 又 は そ の 死 体 る 。 ） の 検 査 一 家 畜 又 は そ の 死 体 る 。 ） の 検 査 一

の 検 査 に あ つ て 羽 に つ き 五 十 円 の 検 査 に あ つ て 羽 に つ き 五 十 円

は 、 監 視 伝 染 病 の ８ ～ 略 は 、 監 視 伝 染 病 の ８ ～ 略1
1

1
1

発 生 を 予 防 す る た 発 生 を 予 防 す る た

め の も の に 限 め の も の に 限

0
0

栃 木 県 条 例 第 三 十 一 号

栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ）

事 務 金 額 事 務 金 額

一 ～ 百 八 十 二 略 一 ～ 百 八 十 二 略

百 八 十 三 医 薬 品 、 略 百 八 十 三 医 薬 品 、 略

医 療 機 器 等 の 品 医 療 機 器 等 の 品

質 、 有 効 性 及 び 安 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 第 す る 法 律 施 行 令 第

八 十 条 第 一 項 第 一 八 十 条 第 一 項 第 一

号 及 び 第 二 項 第 五 号 及 び 第 二 項 第 五

号 の 規 定 に 基 づ く 号 の 規 定 に 基 づ く

医 薬 品 、 医 療 機 器 医 薬 品 、 医 療 機 器

等 の 品 質 、 有 効 性 等 の 品 質 、 有 効 性

及 び 安 全 性 の 確 保 及 び 安 全 性 の 確 保

等 に 関 す る 法 律 第 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 十 三 項 の 十 四 条 第 九 項 の

規 定 に よ る 医 薬 品 規 定 に よ る 医 薬 品

又 は 医 薬 部 外 品 の 又 は 医 薬 部 外 品 の

製 造 販 売 の 承 認 事 製 造 販 売 の 承 認 事

項 の 一 部 変 更 の 承 項 の 一 部 変 更 の 承

認 の 申 請 に 対 す る 認 の 申 請 に 対 す る

審 査 審 査

百 八 十 四 医 薬 品 、 略 百 八 十 四 医 薬 品 、 略

医 療 機 器 等 の 品 医 療 機 器 等 の 品

質 、 有 効 性 及 び 安 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 第 す る 法 律 施 行 令 第

八 十 条 第 二 項 第 七 八 十 条 第 二 項 第 七

号 の 規 定 に 基 づ く 号 の 規 定 に 基 づ く

医 薬 品 、 医 療 機 器 医 薬 品 、 医 療 機 器

等 の 品 質 、 有 効 性 等 の 品 質 、 有 効 性

及 び 安 全 性 の 確 保 及 び 安 全 性 の 確 保

条 例

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。 
  一 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  二 栃 木 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  三 栃 木 県 ラ イ フ ル 射 撃 場 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  四 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  五 栃 木 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

   令 和 二 年 六 月 十 六 日 

                          栃 木 県 知 事  福  田  富  一   
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栃 木 県 条 例 第 三 十 一 号

栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ）

事 務 金 額 事 務 金 額

一 ～ 百 八 十 二 略 一 ～ 百 八 十 二 略

百 八 十 三 医 薬 品 、 略 百 八 十 三 医 薬 品 、 略

医 療 機 器 等 の 品 医 療 機 器 等 の 品

質 、 有 効 性 及 び 安 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 第 す る 法 律 施 行 令 第

八 十 条 第 一 項 第 一 八 十 条 第 一 項 第 一

号 及 び 第 二 項 第 五 号 及 び 第 二 項 第 五

号 の 規 定 に 基 づ く 号 の 規 定 に 基 づ く

医 薬 品 、 医 療 機 器 医 薬 品 、 医 療 機 器

等 の 品 質 、 有 効 性 等 の 品 質 、 有 効 性

及 び 安 全 性 の 確 保 及 び 安 全 性 の 確 保

等 に 関 す る 法 律 第 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 十 三 項 の 十 四 条 第 九 項 の

規 定 に よ る 医 薬 品 規 定 に よ る 医 薬 品

又 は 医 薬 部 外 品 の 又 は 医 薬 部 外 品 の

製 造 販 売 の 承 認 事 製 造 販 売 の 承 認 事

項 の 一 部 変 更 の 承 項 の 一 部 変 更 の 承

認 の 申 請 に 対 す る 認 の 申 請 に 対 す る

審 査 審 査

百 八 十 四 医 薬 品 、 略 百 八 十 四 医 薬 品 、 略

医 療 機 器 等 の 品 医 療 機 器 等 の 品

質 、 有 効 性 及 び 安 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 第 す る 法 律 施 行 令 第

八 十 条 第 二 項 第 七 八 十 条 第 二 項 第 七

号 の 規 定 に 基 づ く 号 の 規 定 に 基 づ く

医 薬 品 、 医 療 機 器 医 薬 品 、 医 療 機 器

等 の 品 質 、 有 効 性 等 の 品 質 、 有 効 性

及 び 安 全 性 の 確 保 及 び 安 全 性 の 確 保

2 
 

 ⑸ 所要の規定の整備をすることとしました。 

２ 栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例関係 

 所要の規定の整備をすることとしました。 

３ とちぎの元気な森づくり県民税条例関係 

  法人税において連結納税制度から通算制度へ移行することに伴い、所要の規定の整備をすることとしまし  

た。（第４条関係） 

４ 栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例関係 

  県税（事業税、不動産取得税及び固定資産税）の課税免除措置及び不均一課税措置の適用期限を令和４  

（2022）年３月31日まで延長することとしました。（第２条関係） 

５ 施行期日等 

⑴ この条例は、一部を除き、公布の日から施行することとしました。 

⑵ ４は、令和２（2020）年４月１日から適用することとしました。 

⑶ 所要の経過措置を規定することとしました。 

1 
 

本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第31号） 

１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の規定の 

整備をすることとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、一部を除き、令和２（2020）年９月１日から施行することとしました。 

◇栃木県建築基準条例の一部改正（栃木県条例第32号） 

 建築基準法施行令の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 避難上の安全性能を有する区画部分について、内装制限に関する規定の適用を除外することとしました。  

（第８条関係） 

２ 建築物の一部がホテル等の用途に供するもので、階数が２であり、かつ、その用途に供する部分の床面積  

の合計が200平方メートルを超えるものであっても、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じ  

られている場合は、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の壁等で区画することを要しないこととしまし  

た。（第31条関係） 

３ 内装制限に関する規定の適用を除外する建築物の部分に、火災が発生した場合に避難上支障のある高さま  

で煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を加えることとしました。（第42条関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例の一部改正（栃木県条例第33号） 

１ 栃木県ライフル射撃場の管理を指定管理者に行わせることができることとするため、所要の規定の整備を  

することとしました。（第１条の２、第２条、第４条の２、第４条の３、第７条及び第８条関係） 

２ 射撃施設の使用料の額を引き上げることとしました。 

３ やむを得ない理由により射撃施設を午前９時前又は午後５時後に専用利用する場合における使用料の額を  

定めることとしました。（以上別表関係） 

４ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ この条例は、令和３（2021）年４月１日から施行することとしました。 

◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正（栃木県条例第34号） 

１ 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当について、新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を  

保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事した場合における手当の支給に係る特例を設けること  

としました。（附則第２項関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和２（2020）年２月１日から適用することとし  

ました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県県税条例等の一部改正（栃木県条例第35号） 

 地方税法等の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 栃木県県税条例関係 

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る申請書の訂正等の期限は、当該訂正等を求め  

る旨の通知を受けた日から20日以内とすることとしました。（附則第31条関係） 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症等に係る個人県民税の寄附金税額控除の特例の対象となる入場料金等払戻請  

求権の全部又は一部の放棄（以下「払戻請求権放棄」という。）は、指定行事の中止等により生じた払戻  

請求権放棄とすることとしました。（附則第32条関係） 

 ⑶ 法人税において連結納税制度から通算制度へ移行することに伴い、法人県民税及び法人事業税につい  

て、所要の規定の整備をすることとしました。（第30条、第35条、第58条及び第60条関係） 

 ⑷ 自家用の乗用車を取得した場合の自動車税の環境性能割の税率について、燃費基準値達成度等に応じ、  

  ２％を１％と、３％を２％とする特例措置の適用期限を令和３（2021）年３月31日まで延長することとし  

ました。（附則第27条の２関係） 



（4） 栃 木 県 公 報 号外第42号令和２（2020）年６月16日　火曜日

（4） 栃 木 県 公 報 号外第42号令和２（2020）年６月16日　火曜日
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栃 木 県 条 例 第 三 十 二 号

栃 木 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 建 築 基 準 条 例 （ 昭 和 五 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 区 画 避 難 安 全 性 能 を 有 す る 区 画 部 分 等 に 対 （ 階 避 難 安 全 性 能 を 有 す る 建 築 物 の 階 等 に 対

す る 適 用 の 除 外 ） す る 適 用 の 除 外 ）

第 八 条 令 第 百 二 十 八 条 の 六 第 二 項 に 規 定 す る 第 八 条

区 画 避 難 安 全 性 能 を 有 す る 同 条 第 一 項 に 規 定

す る 区 画 部 分 、 令 第 百 二 十 九 条 第 二 項 に 規 定

す る 階 避 難 安 全 性 能 を 有 す る 建 築 物 の 階 又 は

令 第 百 二 十 九 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 全 館 避

難 安 全 性 能 を 有 す る 建 築 物 の 階 に つ い て は 、

第 四 十 二 条 第 一 項 （ 階 段 に 係 る 部 分 を 除

く 。 ） の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

２ 令 第 百 二 十 九 条 第 二 項 に 規 定 す る 階 避 難 安 ① 令 第 百 二 十 九 条 第 二 項 に 規 定 す る 階 避 難 安

全 性 能 を 有 す る 建 築 物 の 階 又 は 令 第 百 二 十 九 全 性 能 を 有 す る 建 築 物 の 階 又 は 令 第 百 二 十 九

条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 全 館 避 難 安 全 性 能 を 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 全 館 避 難 安 全 性 能 を

有 す る 建 築 物 の 階 に つ い て は 、 第 十 三 条 、 第 有 す る 建 築 物 の 階 に つ い て は 、 第 十 三 条 、 第

十 七 条 、 第 十 九 条 、 第 二 十 八 条 、 第 二 十 九 十 七 条 、 第 十 九 条 、 第 二 十 八 条 、 第 二 十 九

条 及 び 第 三 十 五 条 条 、 第 三 十 五 条 及 び 第 四 十 二 条 第 一 項 （ 階 段

の 規 定 は 、 適 用 し な に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） の 規 定 は 、 適 用 し な

い 。 い 。

３ 略 ２ 略

（ 避 難 経 路 の 確 保 ） （ 避 難 経 路 の 確 保 ）) ) ) ) ) ) ) )

第 九 条 法 別 表 第 一 い 欄 一 項 、 二 項 又 は 四 項 に 第 九 条 法 別 表 第 一 い 欄 一 項 、 二 項 又 は 四 項 に( ( ( ( ( ( ( (

掲 げ る 用 途 に 供 す る 特 殊 建 築 物 で 、 こ れ ら の 掲 げ る 用 途 に 供 す る 特 殊 建 築 物 で 、 こ れ ら の

用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 千 平 方 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 千 平 方

メ ー ト ル を 超 え 、 地 階 又 は 三 階 以 上 の 階 に 居 メ ー ト ル を 超 え 、 地 階 又 は 三 階 以 上 の 階 に 居

室 を 有 し 、 か つ 、 主 要 構 造 部 を 耐 火 構 造 又 は 室 を 有 し 、 か つ 、 主 要 構 造 部 を 耐 火 構 造 又 は

令 第 百 八 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ 令 第 百 八 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ

る 基 準 に 適 合 す る 構 造 と し た も の の 避 難 階 に る 基 準 に 適 合 す る 構 造 と し た も の の 避 難 階 に

お け る 屋 内 の 階 段 （ 避 難 階 か ら 直 上 階 又 は 直 お け る 屋 内 の 階 段 （ 避 難 階 か ら 直 上 階 又 は 直

下 階 の み に 通 ず る 階 段 を 除 く 。 ） か ら 屋 外 へ 下 階 の み に 通 ず る 階 段 を 除 く 。 ） か ら 屋 外 へ

の 出 口 に 至 る 歩 行 距 離 が 令 第 百 二 十 条 に 規 定 の 出 口 に 至 る 歩 行 距 離 が 令 第 百 二 十 条 に 規 定

す る 数 値 以 下 と な る 出 口 の 一 に 至 る 歩 行 経 路 す る 数 値 以 下 と な る 出 口 の 一 に 至 る 歩 行 経 路

に 係 る 部 分 （ 当 該 部 分 か ら 人 が 出 入 す る こ と に 係 る 部 分 （ 当 該 部 分 か ら 人 が 出 入 す る こ と

の で き る 便 所 そ の 他 こ れ に 類 す る も の を 含 の で き る 便 所 そ の 他 こ れ に 類 す る も の を 含

む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 当 該 部 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 当 該 部

分 と そ の 他 の 部 分 と を 耐 火 構 造 若 し く は 令 第 分 と そ の 他 の 部 分 と を 耐 火 構 造 若 し く は 令 第

る 。 ） る 。 ）
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三 百 七 十 四 ・ 三 百 七 十 五 略 三 百 七 十 四 ・ 三 百 七 十 五 略

三 百 七 十 六 家 畜 伝 略 三 百 七 十 六 家 畜 伝 略

染 病 予 防 法 第 八 条 染 病 予 防 法 第 八 条

（ 同 法 第 三 十 一 条 （ 同 法 第 三 十 一 条

第 三 項 に お い て 準 第 二 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に 基 む 。 ） の 規 定 に 基

づ く 家 畜 の 検 査 づ く 家 畜 の 検 査

（ 同 法 第 四 条 の 二 （ 同 法 第 四 条 の 二

第 三 項 の 規 定 に よ 第 三 項 の 規 定 に よ

る 検 査 及 び 同 法 第 る 検 査 及 び 同 法 第

五 条 第 一 項 の 規 定 五 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 監 視 伝 染 病 に よ る 監 視 伝 染 病

の 発 生 を 予 察 す る の 発 生 を 予 察 す る

た め の 検 査 を 除 た め の 検 査 を 除

く 。 ） 、 注 射 又 は く 。 ） 、 注 射 又 は

投 薬 を 行 つ た 旨 の 投 薬 を 行 つ た 旨 の

証 明 書 の 交 付 証 明 書 の 交 付

三 百 七 十 七 ～ 五 百 十 七 略 三 百 七 十 七 ～ 五 百 十 七 略

備 考 略 備 考 略

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定

め る 日 か ら 施 行 す る 。

一 別 表 第 一 の 三 百 七 十 三 の 項 の 改 正 規 定 規 則 で 定 め る 日

二 別 表 第 一 の 三 百 七 十 六 の 項 の 改 正 規 定 令 和 三 年 四 月 一 日

（ 文 書 学 事 課 ）

等 に 関 す る 法 律 第 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 七 項 （ 同 十 四 条 第 六 項 （ 同0
0

条 第 十 三 項 に お い 条 第 九 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） 又 は 第 八 含 む 。 ） 又 は 第 八

十 条 第 一 項 の 規 定 十 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 医 薬 品 又 は に よ る 医 薬 品 又 は

医 薬 部 外 品 に 係 る 医 薬 部 外 品 に 係 る

適 合 性 調 査 （ 次 項 適 合 性 調 査 （ 次 項

に 掲 げ る も の を 除 に 掲 げ る も の を 除

く 。 ） く 。 ）

百 八 十 五 医 薬 品 、 略 百 八 十 五 医 薬 品 、 略

医 療 機 器 等 の 品 医 療 機 器 等 の 品

質 、 有 効 性 及 び 安 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 第 す る 法 律 施 行 令 第

八 十 条 第 二 項 第 七 八 十 条 第 二 項 第 七

号 の 規 定 に 基 づ く 号 の 規 定 に 基 づ く

医 薬 品 、 医 療 機 器 医 薬 品 、 医 療 機 器

等 の 品 質 、 有 効 性 等 の 品 質 、 有 効 性

及 び 安 全 性 の 確 保 及 び 安 全 性 の 確 保

等 に 関 す る 法 律 第 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 七 項 又 は 十 四 条 第 六 項 又 は

第 八 十 条 第 一 項 の 第 八 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 医 薬 品 規 定 に よ る 医 薬 品

又 は 医 薬 部 外 品 に 又 は 医 薬 部 外 品 に

係 る 適 合 性 調 査 係 る 適 合 性 調 査

（ こ れ ら の 項 に 規 （ こ れ ら の 項 に 規

定 す る 期 間 を 経 過 定 す る 期 間 を 経 過

す る ご と に 受 け る す る ご と に 受 け る

も の に 限 る 。 ） も の に 限 る 。 ）

百 八 十 五 の 二 ～ 三 百 七 十 二 略 百 八 十 五 の 二 ～ 三 百 七 十 二 略

三 百 七 十 三 家 畜 伝 １ 牛 の 結 核 検 査 三 百 七 十 三 家 畜 伝 １ 牛 の 結 核 病 検 査

染 病 予 防 法 （ 昭 和 一 頭 に つ き 六 百 染 病 予 防 法 （ 昭 和 一 頭 に つ き 六 百

二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 円 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 円

六 十 六 号 ） 第 四 条 ２ 牛 の ブ ル セ ラ 症 六 十 六 号 ） 第 四 条 ２ 牛 の ブ ル セ ラ 病

の 二 第 五 項 、 第 五 検 査 一 頭 に つ き の 二 第 五 項 、 第 五 検 査 一 頭 に つ き

条 第 一 項 又 は 第 三 五 百 七 十 円 条 第 一 項 又 は 第 三 五 百 七 十 円

十 一 条 第 一 項 の 規 ３ ～ ６ 略 十 一 条 第 一 項 の 規 ３ ～ ６ 略

定 に 基 づ く 家 畜 又 ７ 家 き ん サ ル モ ネ 定 に 基 づ く 家 畜 又 ７ 家 き ん サ ル モ ネ

は そ の 死 体 の 検 査 ラ 症 （ サ ル モ は そ の 死 体 の 検 査 ラ 感 染 症 （ サ ル モ

（ 同 法 第 五 条 第 一 ネ ラ ・ プ ロ ー ラ ム （ 同 法 第 五 条 第 一 ネ ラ ・ プ ロ ー ラ ム

項 の 規 定 に 基 づ く に よ る も の に 限 項 の 規 定 に 基 づ く に よ る も の に 限

家 畜 又 は そ の 死 体 る 。 ） の 検 査 一 家 畜 又 は そ の 死 体 る 。 ） の 検 査 一

の 検 査 に あ つ て 羽 に つ き 五 十 円 の 検 査 に あ つ て 羽 に つ き 五 十 円

は 、 監 視 伝 染 病 の ８ ～ 略 は 、 監 視 伝 染 病 の ８ ～ 略1
1

1
1

発 生 を 予 防 す る た 発 生 を 予 防 す る た

め の も の に 限 め の も の に 限

等 に 関 す る 法 律 第 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 七 項 （ 同 十 四 条 第 六 項 （ 同0
0

条 第 十 三 項 に お い 条 第 九 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） 又 は 第 八 含 む 。 ） 又 は 第 八

十 条 第 一 項 の 規 定 十 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 医 薬 品 又 は に よ る 医 薬 品 又 は

医 薬 部 外 品 に 係 る 医 薬 部 外 品 に 係 る

適 合 性 調 査 （ 次 項 適 合 性 調 査 （ 次 項

に 掲 げ る も の を 除 に 掲 げ る も の を 除

く 。 ） く 。 ）

百 八 十 五 医 薬 品 、 略 百 八 十 五 医 薬 品 、 略

医 療 機 器 等 の 品 医 療 機 器 等 の 品

質 、 有 効 性 及 び 安 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 第 す る 法 律 施 行 令 第

八 十 条 第 二 項 第 七 八 十 条 第 二 項 第 七

号 の 規 定 に 基 づ く 号 の 規 定 に 基 づ く

医 薬 品 、 医 療 機 器 医 薬 品 、 医 療 機 器

等 の 品 質 、 有 効 性 等 の 品 質 、 有 効 性

及 び 安 全 性 の 確 保 及 び 安 全 性 の 確 保

等 に 関 す る 法 律 第 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 七 項 又 は 十 四 条 第 六 項 又 は

第 八 十 条 第 一 項 の 第 八 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 医 薬 品 規 定 に よ る 医 薬 品

又 は 医 薬 部 外 品 に 又 は 医 薬 部 外 品 に

係 る 適 合 性 調 査 係 る 適 合 性 調 査

（ こ れ ら の 項 に 規 （ こ れ ら の 項 に 規

定 す る 期 間 を 経 過 定 す る 期 間 を 経 過

す る ご と に 受 け る す る ご と に 受 け る

も の に 限 る 。 ） も の に 限 る 。 ）

百 八 十 五 の 二 ～ 三 百 七 十 二 略 百 八 十 五 の 二 ～ 三 百 七 十 二 略

三 百 七 十 三 家 畜 伝 １ 牛 の 結 核 検 査 三 百 七 十 三 家 畜 伝 １ 牛 の 結 核 病 検 査

染 病 予 防 法 （ 昭 和 一 頭 に つ き 六 百 染 病 予 防 法 （ 昭 和 一 頭 に つ き 六 百

二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 円 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 円

六 十 六 号 ） 第 四 条 ２ 牛 の ブ ル セ ラ 症 六 十 六 号 ） 第 四 条 ２ 牛 の ブ ル セ ラ 病

の 二 第 五 項 、 第 五 検 査 一 頭 に つ き の 二 第 五 項 、 第 五 検 査 一 頭 に つ き

条 第 一 項 又 は 第 三 五 百 七 十 円 条 第 一 項 又 は 第 三 五 百 七 十 円

十 一 条 第 一 項 の 規 ３ ～ ６ 略 十 一 条 第 一 項 の 規 ３ ～ ６ 略

定 に 基 づ く 家 畜 又 ７ 家 き ん サ ル モ ネ 定 に 基 づ く 家 畜 又 ７ 家 き ん サ ル モ ネ

は そ の 死 体 の 検 査 ラ 症 （ サ ル モ は そ の 死 体 の 検 査 ラ 感 染 症 （ サ ル モ

（ 同 法 第 五 条 第 一 ネ ラ ・ プ ロ ー ラ ム （ 同 法 第 五 条 第 一 ネ ラ ・ プ ロ ー ラ ム

項 の 規 定 に 基 づ く に よ る も の に 限 項 の 規 定 に 基 づ く に よ る も の に 限

家 畜 又 は そ の 死 体 る 。 ） の 検 査 一 家 畜 又 は そ の 死 体 る 。 ） の 検 査 一

の 検 査 に あ つ て 羽 に つ き 五 十 円 の 検 査 に あ つ て 羽 に つ き 五 十 円

は 、 監 視 伝 染 病 の ８ ～ 略 は 、 監 視 伝 染 病 の ８ ～ 略1
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め の も の に 限 め の も の に 限
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栃 木 県 条 例 第 三 十 一 号

栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ）

事 務 金 額 事 務 金 額

一 ～ 百 八 十 二 略 一 ～ 百 八 十 二 略

百 八 十 三 医 薬 品 、 略 百 八 十 三 医 薬 品 、 略

医 療 機 器 等 の 品 医 療 機 器 等 の 品

質 、 有 効 性 及 び 安 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 第 す る 法 律 施 行 令 第

八 十 条 第 一 項 第 一 八 十 条 第 一 項 第 一

号 及 び 第 二 項 第 五 号 及 び 第 二 項 第 五

号 の 規 定 に 基 づ く 号 の 規 定 に 基 づ く

医 薬 品 、 医 療 機 器 医 薬 品 、 医 療 機 器

等 の 品 質 、 有 効 性 等 の 品 質 、 有 効 性

及 び 安 全 性 の 確 保 及 び 安 全 性 の 確 保

等 に 関 す る 法 律 第 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 十 三 項 の 十 四 条 第 九 項 の

規 定 に よ る 医 薬 品 規 定 に よ る 医 薬 品

又 は 医 薬 部 外 品 の 又 は 医 薬 部 外 品 の

製 造 販 売 の 承 認 事 製 造 販 売 の 承 認 事

項 の 一 部 変 更 の 承 項 の 一 部 変 更 の 承

認 の 申 請 に 対 す る 認 の 申 請 に 対 す る

審 査 審 査

百 八 十 四 医 薬 品 、 略 百 八 十 四 医 薬 品 、 略

医 療 機 器 等 の 品 医 療 機 器 等 の 品

質 、 有 効 性 及 び 安 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 第 す る 法 律 施 行 令 第

八 十 条 第 二 項 第 七 八 十 条 第 二 項 第 七

号 の 規 定 に 基 づ く 号 の 規 定 に 基 づ く

医 薬 品 、 医 療 機 器 医 薬 品 、 医 療 機 器

等 の 品 質 、 有 効 性 等 の 品 質 、 有 効 性

及 び 安 全 性 の 確 保 及 び 安 全 性 の 確 保



（5）栃 木 県 公 報 号外第42号令和２（2020）年６月16日　火曜日

百 八 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 基 百 八 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 基

準 に 適 合 す る 構 造 の 床 若 し く は 壁 又 は 法 第 二 準 に 適 合 す る 構 造 の 床 若 し く は 壁 又 は 法 第 二0
0

条 第 九 号 の 二 ロ に 規 定 す る 防 火 設 備 で 令 第 百 条 第 九 号 の 二 ロ に 規 定 す る 防 火 設 備 で 令 第 百

十 二 条 第 十 九 項 第 二 号 に 規 定 す る 構 造 で あ る 十 二 条 第 十 八 項 第 二 号 に 規 定 す る 構 造 で あ る

も の で 区 画 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 も の で 区 画 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当

該 歩 行 経 路 に 係 る 部 分 に ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 該 歩 行 経 路 に 係 る 部 分 に ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

そ の 他 こ れ に 類 す る も の で 自 動 式 の も の 及 び そ の 他 こ れ に 類 す る も の で 自 動 式 の も の 及 び

令 第 百 二 十 六 条 の 三 の 規 定 に 適 合 す る 排 煙 設 令 第 百 二 十 六 条 の 三 の 規 定 に 適 合 す る 排 煙 設

備 を 設 け る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 備 を 設 け る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 防 火 区 画 を 貫 通 す る 風 道 に 設 け る 防 火 設 （ 防 火 区 画 を 貫 通 す る 風 道 に 設 け る 防 火 設

備 ） 備 ）

第 十 条 前 条 、 第 二 十 九 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 第 十 条 前 条 、 第 二 十 九 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第

三 十 一 条 の 規 定 に よ り 区 画 さ れ た 部 分 を 貫 通 三 十 一 条 の 規 定 に よ り 区 画 さ れ た 部 分 を 貫 通

す る 換 気 、 暖 房 又 は 冷 房 の 設 備 の 風 道 に は 、 す る 換 気 、 暖 房 又 は 冷 房 の 設 備 の 風 道 に は 、

当 該 貫 通 す る 部 分 又 は こ れ に 近 接 す る 部 分 に 当 該 貫 通 す る 部 分 又 は こ れ に 近 接 す る 部 分 に

法 第 二 条 第 九 号 の 二 ロ に 規 定 す る 防 火 設 備 で 法 第 二 条 第 九 号 の 二 ロ に 規 定 す る 防 火 設 備 で

令 第 百 十 二 条 第 二 十 一 項 の 規 定 に 適 合 す る も 令 第 百 十 二 条 第 二 十 項 の 規 定 に 適 合 す る も

の を 設 け な け れ ば な ら な い 。 の を 設 け な け れ ば な ら な い 。

（ 屋 外 へ の 出 口 ） （ 屋 外 へ の 出 口 ）

第 十 六 条 略 第 十 六 条 略

２ 略 ２ 略

３ 第 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 第 一 項 の 規 定 を ３ 第 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 第 一 項 の 規 定 を

適 用 し な い 場 合 に お け る 前 項 の 規 定 の 適 用 に 適 用 し な い 場 合 に お け る 前 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 同 項 中 「 前 項 の 」 と あ る の は 「 劇 つ い て は 、 同 項 中 「 前 項 の 」 と あ る の は 「 劇

場 等 の 用 途 に 供 す る 」 と 、 「 同 項 の 出 口 」 と 場 等 の 用 途 に 供 す る 」 と 、 「 同 項 の 出 口 」 と

あ る の は 「 当 該 建 築 物 の 避 難 階 に お け る 屋 外 あ る の は 「 当 該 建 築 物 の 避 難 階 に お け る 屋 外

へ の 出 口 で 客 用 の も の 」 と す る 。 へ の 出 口 で 客 用 の も の 」 と す る 。

（ 歩 行 経 路 の 制 限 ） （ 歩 行 経 路 の 制 限 ）

第 二 十 九 条 ホ テ ル 等 の 用 途 に 供 す る 建 築 物 で 第 二 十 九 条 ホ テ ル 等 の 用 途 に 供 す る 建 築 物 で

令 第 百 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 避 難 階 又 令 第 百 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 避 難 階 又

は 地 上 に 通 ず る 二 以 上 の 直 通 階 段 を 有 す る も は 地 上 に 通 ず る 二 以 上 の 直 通 階 段 を 有 す る も

の の 三 階 以 上 の 階 の 宿 泊 室 の 出 口 か ら 各 直 通 の の 三 階 以 上 の 階 の 宿 泊 室 の 出 口 か ら 各 直 通

階 段 に 至 る 通 常 の 歩 行 経 路 の 全 て に 共 通 の 重 階 段 に 至 る 通 常 の 歩 行 経 路 の 全 て に 共 通 の 重

複 区 間 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 重 複 区 間 」 と 複 区 間 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 重 複 区 間 」 と

い う 。 ） が あ る と き に お け る 重 複 区 間 の 長 さ い う 。 ） が あ る と き に お け る 重 複 区 間 の 長 さ

は 、 十 メ ー ト ル 未 満 と し な け れ ば な ら な い 。 は 、 十 メ ー ト ル 未 満 と し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 階 に た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 階 に

つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

一 宿 泊 室 の 出 口 か ら 避 難 階 又 は 地 上 に 通 ず 一 宿 泊 室 の 出 口 か ら 避 難 階 又 は 地 上 に 通 ず

る 直 通 階 段 に 通 ず る 廊 下 そ の 他 の 通 路 が 、 る 直 通 階 段 に 通 ず る 廊 下 そ の 他 の 通 路 が 、

当 該 部 分 と そ の 他 の 部 分 と を 耐 火 構 造 若 し 当 該 部 分 と そ の 他 の 部 分 と を 耐 火 構 造 若 し

く は 令 第 百 八 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ 及 び ロ く は 令 第 百 八 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ 及 び ロ

に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 構 造 の 床 若 し く は に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 構 造 の 床 若 し く は

壁 又 は 法 第 二 条 第 九 号 の 二 ロ に 規 定 す る 防 壁 又 は 法 第 二 条 第 九 号 の 二 ロ に 規 定 す る 防

火 設 備 で 令 第 百 十 二 条 第 十 九 項 第 二 号 に 規 火 設 備 で 令 第 百 十 二 条 第 十 八 項 第 二 号 に 規

定 す る 構 造 で あ る も の で 区 画 さ れ て い る 階 定 す る 構 造 で あ る も の で 区 画 さ れ て い る 階

二 略 二 略

２ 略 ２ 略

0
0

栃 木 県 条 例 第 三 十 二 号

栃 木 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 建 築 基 準 条 例 （ 昭 和 五 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 区 画 避 難 安 全 性 能 を 有 す る 区 画 部 分 等 に 対 （ 階 避 難 安 全 性 能 を 有 す る 建 築 物 の 階 等 に 対

す る 適 用 の 除 外 ） す る 適 用 の 除 外 ）

第 八 条 令 第 百 二 十 八 条 の 六 第 二 項 に 規 定 す る 第 八 条

区 画 避 難 安 全 性 能 を 有 す る 同 条 第 一 項 に 規 定

す る 区 画 部 分 、 令 第 百 二 十 九 条 第 二 項 に 規 定

す る 階 避 難 安 全 性 能 を 有 す る 建 築 物 の 階 又 は

令 第 百 二 十 九 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 全 館 避

難 安 全 性 能 を 有 す る 建 築 物 の 階 に つ い て は 、

第 四 十 二 条 第 一 項 （ 階 段 に 係 る 部 分 を 除

く 。 ） の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

２ 令 第 百 二 十 九 条 第 二 項 に 規 定 す る 階 避 難 安 ① 令 第 百 二 十 九 条 第 二 項 に 規 定 す る 階 避 難 安

全 性 能 を 有 す る 建 築 物 の 階 又 は 令 第 百 二 十 九 全 性 能 を 有 す る 建 築 物 の 階 又 は 令 第 百 二 十 九

条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 全 館 避 難 安 全 性 能 を 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 全 館 避 難 安 全 性 能 を

有 す る 建 築 物 の 階 に つ い て は 、 第 十 三 条 、 第 有 す る 建 築 物 の 階 に つ い て は 、 第 十 三 条 、 第

十 七 条 、 第 十 九 条 、 第 二 十 八 条 、 第 二 十 九 十 七 条 、 第 十 九 条 、 第 二 十 八 条 、 第 二 十 九

条 及 び 第 三 十 五 条 条 、 第 三 十 五 条 及 び 第 四 十 二 条 第 一 項 （ 階 段

の 規 定 は 、 適 用 し な に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） の 規 定 は 、 適 用 し な

い 。 い 。

３ 略 ２ 略

（ 避 難 経 路 の 確 保 ） （ 避 難 経 路 の 確 保 ）) ) ) ) ) ) ) )

第 九 条 法 別 表 第 一 い 欄 一 項 、 二 項 又 は 四 項 に 第 九 条 法 別 表 第 一 い 欄 一 項 、 二 項 又 は 四 項 に( ( ( ( ( ( ( (

掲 げ る 用 途 に 供 す る 特 殊 建 築 物 で 、 こ れ ら の 掲 げ る 用 途 に 供 す る 特 殊 建 築 物 で 、 こ れ ら の

用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 千 平 方 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 千 平 方

メ ー ト ル を 超 え 、 地 階 又 は 三 階 以 上 の 階 に 居 メ ー ト ル を 超 え 、 地 階 又 は 三 階 以 上 の 階 に 居

室 を 有 し 、 か つ 、 主 要 構 造 部 を 耐 火 構 造 又 は 室 を 有 し 、 か つ 、 主 要 構 造 部 を 耐 火 構 造 又 は

令 第 百 八 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ 令 第 百 八 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ

る 基 準 に 適 合 す る 構 造 と し た も の の 避 難 階 に る 基 準 に 適 合 す る 構 造 と し た も の の 避 難 階 に

お け る 屋 内 の 階 段 （ 避 難 階 か ら 直 上 階 又 は 直 お け る 屋 内 の 階 段 （ 避 難 階 か ら 直 上 階 又 は 直

下 階 の み に 通 ず る 階 段 を 除 く 。 ） か ら 屋 外 へ 下 階 の み に 通 ず る 階 段 を 除 く 。 ） か ら 屋 外 へ

の 出 口 に 至 る 歩 行 距 離 が 令 第 百 二 十 条 に 規 定 の 出 口 に 至 る 歩 行 距 離 が 令 第 百 二 十 条 に 規 定

す る 数 値 以 下 と な る 出 口 の 一 に 至 る 歩 行 経 路 す る 数 値 以 下 と な る 出 口 の 一 に 至 る 歩 行 経 路

に 係 る 部 分 （ 当 該 部 分 か ら 人 が 出 入 す る こ と に 係 る 部 分 （ 当 該 部 分 か ら 人 が 出 入 す る こ と

の で き る 便 所 そ の 他 こ れ に 類 す る も の を 含 の で き る 便 所 そ の 他 こ れ に 類 す る も の を 含

む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 当 該 部 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 当 該 部

分 と そ の 他 の 部 分 と を 耐 火 構 造 若 し く は 令 第 分 と そ の 他 の 部 分 と を 耐 火 構 造 若 し く は 令 第

0
0

栃 木 県 条 例 第 三 十 二 号

栃 木 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 建 築 基 準 条 例 （ 昭 和 五 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 区 画 避 難 安 全 性 能 を 有 す る 区 画 部 分 等 に 対 （ 階 避 難 安 全 性 能 を 有 す る 建 築 物 の 階 等 に 対

す る 適 用 の 除 外 ） す る 適 用 の 除 外 ）

第 八 条 令 第 百 二 十 八 条 の 六 第 二 項 に 規 定 す る 第 八 条

区 画 避 難 安 全 性 能 を 有 す る 同 条 第 一 項 に 規 定

す る 区 画 部 分 、 令 第 百 二 十 九 条 第 二 項 に 規 定

す る 階 避 難 安 全 性 能 を 有 す る 建 築 物 の 階 又 は

令 第 百 二 十 九 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 全 館 避

難 安 全 性 能 を 有 す る 建 築 物 の 階 に つ い て は 、

第 四 十 二 条 第 一 項 （ 階 段 に 係 る 部 分 を 除

く 。 ） の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

２ 令 第 百 二 十 九 条 第 二 項 に 規 定 す る 階 避 難 安 ① 令 第 百 二 十 九 条 第 二 項 に 規 定 す る 階 避 難 安

全 性 能 を 有 す る 建 築 物 の 階 又 は 令 第 百 二 十 九 全 性 能 を 有 す る 建 築 物 の 階 又 は 令 第 百 二 十 九

条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 全 館 避 難 安 全 性 能 を 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 全 館 避 難 安 全 性 能 を

有 す る 建 築 物 の 階 に つ い て は 、 第 十 三 条 、 第 有 す る 建 築 物 の 階 に つ い て は 、 第 十 三 条 、 第

十 七 条 、 第 十 九 条 、 第 二 十 八 条 、 第 二 十 九 十 七 条 、 第 十 九 条 、 第 二 十 八 条 、 第 二 十 九

条 及 び 第 三 十 五 条 条 、 第 三 十 五 条 及 び 第 四 十 二 条 第 一 項 （ 階 段

の 規 定 は 、 適 用 し な に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） の 規 定 は 、 適 用 し な

い 。 い 。

３ 略 ２ 略

（ 避 難 経 路 の 確 保 ） （ 避 難 経 路 の 確 保 ）) ) ) ) ) ) ) )

第 九 条 法 別 表 第 一 い 欄 一 項 、 二 項 又 は 四 項 に 第 九 条 法 別 表 第 一 い 欄 一 項 、 二 項 又 は 四 項 に( ( ( ( ( ( ( (

掲 げ る 用 途 に 供 す る 特 殊 建 築 物 で 、 こ れ ら の 掲 げ る 用 途 に 供 す る 特 殊 建 築 物 で 、 こ れ ら の

用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 千 平 方 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 千 平 方

メ ー ト ル を 超 え 、 地 階 又 は 三 階 以 上 の 階 に 居 メ ー ト ル を 超 え 、 地 階 又 は 三 階 以 上 の 階 に 居

室 を 有 し 、 か つ 、 主 要 構 造 部 を 耐 火 構 造 又 は 室 を 有 し 、 か つ 、 主 要 構 造 部 を 耐 火 構 造 又 は

令 第 百 八 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ 令 第 百 八 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ

る 基 準 に 適 合 す る 構 造 と し た も の の 避 難 階 に る 基 準 に 適 合 す る 構 造 と し た も の の 避 難 階 に

お け る 屋 内 の 階 段 （ 避 難 階 か ら 直 上 階 又 は 直 お け る 屋 内 の 階 段 （ 避 難 階 か ら 直 上 階 又 は 直

下 階 の み に 通 ず る 階 段 を 除 く 。 ） か ら 屋 外 へ 下 階 の み に 通 ず る 階 段 を 除 く 。 ） か ら 屋 外 へ

の 出 口 に 至 る 歩 行 距 離 が 令 第 百 二 十 条 に 規 定 の 出 口 に 至 る 歩 行 距 離 が 令 第 百 二 十 条 に 規 定

す る 数 値 以 下 と な る 出 口 の 一 に 至 る 歩 行 経 路 す る 数 値 以 下 と な る 出 口 の 一 に 至 る 歩 行 経 路

に 係 る 部 分 （ 当 該 部 分 か ら 人 が 出 入 す る こ と に 係 る 部 分 （ 当 該 部 分 か ら 人 が 出 入 す る こ と

の で き る 便 所 そ の 他 こ れ に 類 す る も の を 含 の で き る 便 所 そ の 他 こ れ に 類 す る も の を 含

む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 当 該 部 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 当 該 部

分 と そ の 他 の 部 分 と を 耐 火 構 造 若 し く は 令 第 分 と そ の 他 の 部 分 と を 耐 火 構 造 若 し く は 令 第

る 。 ） る 。 ）

0
0

三 百 七 十 四 ・ 三 百 七 十 五 略 三 百 七 十 四 ・ 三 百 七 十 五 略

三 百 七 十 六 家 畜 伝 略 三 百 七 十 六 家 畜 伝 略

染 病 予 防 法 第 八 条 染 病 予 防 法 第 八 条

（ 同 法 第 三 十 一 条 （ 同 法 第 三 十 一 条

第 三 項 に お い て 準 第 二 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に 基 む 。 ） の 規 定 に 基

づ く 家 畜 の 検 査 づ く 家 畜 の 検 査

（ 同 法 第 四 条 の 二 （ 同 法 第 四 条 の 二

第 三 項 の 規 定 に よ 第 三 項 の 規 定 に よ

る 検 査 及 び 同 法 第 る 検 査 及 び 同 法 第

五 条 第 一 項 の 規 定 五 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 監 視 伝 染 病 に よ る 監 視 伝 染 病

の 発 生 を 予 察 す る の 発 生 を 予 察 す る

た め の 検 査 を 除 た め の 検 査 を 除

く 。 ） 、 注 射 又 は く 。 ） 、 注 射 又 は

投 薬 を 行 つ た 旨 の 投 薬 を 行 つ た 旨 の

証 明 書 の 交 付 証 明 書 の 交 付

三 百 七 十 七 ～ 五 百 十 七 略 三 百 七 十 七 ～ 五 百 十 七 略

備 考 略 備 考 略

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定

め る 日 か ら 施 行 す る 。

一 別 表 第 一 の 三 百 七 十 三 の 項 の 改 正 規 定 規 則 で 定 め る 日

二 別 表 第 一 の 三 百 七 十 六 の 項 の 改 正 規 定 令 和 三 年 四 月 一 日

（ 文 書 学 事 課 ）

等 に 関 す る 法 律 第 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 七 項 （ 同 十 四 条 第 六 項 （ 同0
0

条 第 十 三 項 に お い 条 第 九 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） 又 は 第 八 含 む 。 ） 又 は 第 八

十 条 第 一 項 の 規 定 十 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 医 薬 品 又 は に よ る 医 薬 品 又 は

医 薬 部 外 品 に 係 る 医 薬 部 外 品 に 係 る

適 合 性 調 査 （ 次 項 適 合 性 調 査 （ 次 項

に 掲 げ る も の を 除 に 掲 げ る も の を 除

く 。 ） く 。 ）

百 八 十 五 医 薬 品 、 略 百 八 十 五 医 薬 品 、 略

医 療 機 器 等 の 品 医 療 機 器 等 の 品

質 、 有 効 性 及 び 安 質 、 有 効 性 及 び 安

全 性 の 確 保 等 に 関 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 第 す る 法 律 施 行 令 第

八 十 条 第 二 項 第 七 八 十 条 第 二 項 第 七

号 の 規 定 に 基 づ く 号 の 規 定 に 基 づ く

医 薬 品 、 医 療 機 器 医 薬 品 、 医 療 機 器

等 の 品 質 、 有 効 性 等 の 品 質 、 有 効 性

及 び 安 全 性 の 確 保 及 び 安 全 性 の 確 保

等 に 関 す る 法 律 第 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 七 項 又 は 十 四 条 第 六 項 又 は

第 八 十 条 第 一 項 の 第 八 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 医 薬 品 規 定 に よ る 医 薬 品

又 は 医 薬 部 外 品 に 又 は 医 薬 部 外 品 に

係 る 適 合 性 調 査 係 る 適 合 性 調 査

（ こ れ ら の 項 に 規 （ こ れ ら の 項 に 規

定 す る 期 間 を 経 過 定 す る 期 間 を 経 過

す る ご と に 受 け る す る ご と に 受 け る

も の に 限 る 。 ） も の に 限 る 。 ）

百 八 十 五 の 二 ～ 三 百 七 十 二 略 百 八 十 五 の 二 ～ 三 百 七 十 二 略

三 百 七 十 三 家 畜 伝 １ 牛 の 結 核 検 査 三 百 七 十 三 家 畜 伝 １ 牛 の 結 核 病 検 査

染 病 予 防 法 （ 昭 和 一 頭 に つ き 六 百 染 病 予 防 法 （ 昭 和 一 頭 に つ き 六 百

二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 円 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 円

六 十 六 号 ） 第 四 条 ２ 牛 の ブ ル セ ラ 症 六 十 六 号 ） 第 四 条 ２ 牛 の ブ ル セ ラ 病

の 二 第 五 項 、 第 五 検 査 一 頭 に つ き の 二 第 五 項 、 第 五 検 査 一 頭 に つ き

条 第 一 項 又 は 第 三 五 百 七 十 円 条 第 一 項 又 は 第 三 五 百 七 十 円

十 一 条 第 一 項 の 規 ３ ～ ６ 略 十 一 条 第 一 項 の 規 ３ ～ ６ 略

定 に 基 づ く 家 畜 又 ７ 家 き ん サ ル モ ネ 定 に 基 づ く 家 畜 又 ７ 家 き ん サ ル モ ネ

は そ の 死 体 の 検 査 ラ 症 （ サ ル モ は そ の 死 体 の 検 査 ラ 感 染 症 （ サ ル モ

（ 同 法 第 五 条 第 一 ネ ラ ・ プ ロ ー ラ ム （ 同 法 第 五 条 第 一 ネ ラ ・ プ ロ ー ラ ム

項 の 規 定 に 基 づ く に よ る も の に 限 項 の 規 定 に 基 づ く に よ る も の に 限

家 畜 又 は そ の 死 体 る 。 ） の 検 査 一 家 畜 又 は そ の 死 体 る 。 ） の 検 査 一

の 検 査 に あ つ て 羽 に つ き 五 十 円 の 検 査 に あ つ て 羽 に つ き 五 十 円

は 、 監 視 伝 染 病 の ８ ～ 略 は 、 監 視 伝 染 病 の ８ ～ 略1
1

1
1

発 生 を 予 防 す る た 発 生 を 予 防 す る た

め の も の に 限 め の も の に 限



（6） 栃 木 県 公 報 号外第42号令和２（2020）年６月16日　火曜日

（ 防 火 区 画 ） （ 防 火 区 画 ） 0
0

第 三 十 一 条 建 築 物 の 一 部 が ホ テ ル 等 の 用 途 に 第 三 十 一 条 建 築 物 の 一 部 が ホ テ ル 等 の 用 途 に

供 す る も の で 、 階 数 が 二 で あ り 、 か つ 、 そ の 供 す る も の で 、 階 数 が 二 で あ り 、 か つ 、 そ の

用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 二 百 平 方 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 二 百 平 方

メ ー ト ル を 超 え る も の は 、 当 該 部 分 と そ の 他 メ ー ト ル を 超 え る も の は 、 当 該 部 分 と そ の 他

の 部 分 と を 準 耐 火 構 造 の 壁 又 は 法 第 二 条 第 九 の 部 分 と を 準 耐 火 構 造 の 壁 又 は 法 第 二 条 第 九

号 の 二 ロ に 規 定 す る 防 火 設 備 で 令 第 百 十 二 条 号 の 二 ロ に 規 定 す る 防 火 設 備 で 令 第 百 十 二 条

第 十 九 項 第 二 号 に 規 定 す る 構 造 で あ る も の で 第 十 八 項 第 二 号 に 規 定 す る 構 造 で あ る も の で

区 画 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 同 条 第 十 区 画 し な け れ ば な ら な い 。

八 項 た だ し 書 に 規 定 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で

な い 。

（ 内 装 制 限 ） （ 内 装 制 限 ）

第 四 十 二 条 略 第 四 十 二 条 略

２ 略 ２ 略

３ 前 二 項 の 規 定 は 、 令 第 百 二 十 八 条 の 五 第 七 ３ 前 二 項 の 規 定 は 、 第 九 条 た だ し 書 に 規 定 す

項 に 規 定 す る 建 築 物 の 部 分 に つ い て は 、 適 る 設 備 を 設 け た 建 築 物 の 部 分 に つ い て は 、 適

用 し な い 。 用 し な い 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
（ 建 築 課 ）

百 八 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 基 百 八 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 基

準 に 適 合 す る 構 造 の 床 若 し く は 壁 又 は 法 第 二 準 に 適 合 す る 構 造 の 床 若 し く は 壁 又 は 法 第 二0
0

条 第 九 号 の 二 ロ に 規 定 す る 防 火 設 備 で 令 第 百 条 第 九 号 の 二 ロ に 規 定 す る 防 火 設 備 で 令 第 百

十 二 条 第 十 九 項 第 二 号 に 規 定 す る 構 造 で あ る 十 二 条 第 十 八 項 第 二 号 に 規 定 す る 構 造 で あ る

も の で 区 画 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 も の で 区 画 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当

該 歩 行 経 路 に 係 る 部 分 に ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 該 歩 行 経 路 に 係 る 部 分 に ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

そ の 他 こ れ に 類 す る も の で 自 動 式 の も の 及 び そ の 他 こ れ に 類 す る も の で 自 動 式 の も の 及 び

令 第 百 二 十 六 条 の 三 の 規 定 に 適 合 す る 排 煙 設 令 第 百 二 十 六 条 の 三 の 規 定 に 適 合 す る 排 煙 設

備 を 設 け る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 備 を 設 け る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 防 火 区 画 を 貫 通 す る 風 道 に 設 け る 防 火 設 （ 防 火 区 画 を 貫 通 す る 風 道 に 設 け る 防 火 設

備 ） 備 ）

第 十 条 前 条 、 第 二 十 九 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 第 十 条 前 条 、 第 二 十 九 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第

三 十 一 条 の 規 定 に よ り 区 画 さ れ た 部 分 を 貫 通 三 十 一 条 の 規 定 に よ り 区 画 さ れ た 部 分 を 貫 通

す る 換 気 、 暖 房 又 は 冷 房 の 設 備 の 風 道 に は 、 す る 換 気 、 暖 房 又 は 冷 房 の 設 備 の 風 道 に は 、

当 該 貫 通 す る 部 分 又 は こ れ に 近 接 す る 部 分 に 当 該 貫 通 す る 部 分 又 は こ れ に 近 接 す る 部 分 に

法 第 二 条 第 九 号 の 二 ロ に 規 定 す る 防 火 設 備 で 法 第 二 条 第 九 号 の 二 ロ に 規 定 す る 防 火 設 備 で

令 第 百 十 二 条 第 二 十 一 項 の 規 定 に 適 合 す る も 令 第 百 十 二 条 第 二 十 項 の 規 定 に 適 合 す る も

の を 設 け な け れ ば な ら な い 。 の を 設 け な け れ ば な ら な い 。

（ 屋 外 へ の 出 口 ） （ 屋 外 へ の 出 口 ）

第 十 六 条 略 第 十 六 条 略

２ 略 ２ 略

３ 第 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 第 一 項 の 規 定 を ３ 第 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 第 一 項 の 規 定 を

適 用 し な い 場 合 に お け る 前 項 の 規 定 の 適 用 に 適 用 し な い 場 合 に お け る 前 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 同 項 中 「 前 項 の 」 と あ る の は 「 劇 つ い て は 、 同 項 中 「 前 項 の 」 と あ る の は 「 劇

場 等 の 用 途 に 供 す る 」 と 、 「 同 項 の 出 口 」 と 場 等 の 用 途 に 供 す る 」 と 、 「 同 項 の 出 口 」 と

あ る の は 「 当 該 建 築 物 の 避 難 階 に お け る 屋 外 あ る の は 「 当 該 建 築 物 の 避 難 階 に お け る 屋 外

へ の 出 口 で 客 用 の も の 」 と す る 。 へ の 出 口 で 客 用 の も の 」 と す る 。

（ 歩 行 経 路 の 制 限 ） （ 歩 行 経 路 の 制 限 ）

第 二 十 九 条 ホ テ ル 等 の 用 途 に 供 す る 建 築 物 で 第 二 十 九 条 ホ テ ル 等 の 用 途 に 供 す る 建 築 物 で

令 第 百 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 避 難 階 又 令 第 百 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 避 難 階 又

は 地 上 に 通 ず る 二 以 上 の 直 通 階 段 を 有 す る も は 地 上 に 通 ず る 二 以 上 の 直 通 階 段 を 有 す る も

の の 三 階 以 上 の 階 の 宿 泊 室 の 出 口 か ら 各 直 通 の の 三 階 以 上 の 階 の 宿 泊 室 の 出 口 か ら 各 直 通

階 段 に 至 る 通 常 の 歩 行 経 路 の 全 て に 共 通 の 重 階 段 に 至 る 通 常 の 歩 行 経 路 の 全 て に 共 通 の 重

複 区 間 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 重 複 区 間 」 と 複 区 間 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 重 複 区 間 」 と

い う 。 ） が あ る と き に お け る 重 複 区 間 の 長 さ い う 。 ） が あ る と き に お け る 重 複 区 間 の 長 さ

は 、 十 メ ー ト ル 未 満 と し な け れ ば な ら な い 。 は 、 十 メ ー ト ル 未 満 と し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 階 に た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 階 に

つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

一 宿 泊 室 の 出 口 か ら 避 難 階 又 は 地 上 に 通 ず 一 宿 泊 室 の 出 口 か ら 避 難 階 又 は 地 上 に 通 ず

る 直 通 階 段 に 通 ず る 廊 下 そ の 他 の 通 路 が 、 る 直 通 階 段 に 通 ず る 廊 下 そ の 他 の 通 路 が 、

当 該 部 分 と そ の 他 の 部 分 と を 耐 火 構 造 若 し 当 該 部 分 と そ の 他 の 部 分 と を 耐 火 構 造 若 し

く は 令 第 百 八 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ 及 び ロ く は 令 第 百 八 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ 及 び ロ

に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 構 造 の 床 若 し く は に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 構 造 の 床 若 し く は

壁 又 は 法 第 二 条 第 九 号 の 二 ロ に 規 定 す る 防 壁 又 は 法 第 二 条 第 九 号 の 二 ロ に 規 定 す る 防

火 設 備 で 令 第 百 十 二 条 第 十 九 項 第 二 号 に 規 火 設 備 で 令 第 百 十 二 条 第 十 八 項 第 二 号 に 規

定 す る 構 造 で あ る も の で 区 画 さ れ て い る 階 定 す る 構 造 で あ る も の で 区 画 さ れ て い る 階

二 略 二 略

２ 略 ２ 略
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0
0

栃 木 県 条 例 第 三 十 三 号

栃 木 県 ラ イ フ ル 射 撃 場 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 ラ イ フ ル 射 撃 場 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 （ 昭 和 五 十 四 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 設 置 等 ） （ 設 置 等 ）

第 一 条 略 第 一 条 略

２ 射 撃 場 に 設 け る 射 撃 施 設 の 名 称 及 び そ れ ぞ ２ 射 撃 場 に 設 け る 射 撃 施 設 の 名 称 及 び そ れ ぞ

れ の 射 撃 施 設 に お い て 使 用 で き る 銃 の 種 類 れ の 射 撃 施 設 に お い て 使 用 で き る 銃 の 種 類

は 、 次 の 表 の と お り と す る 。 は 、 次 の 表 の と お り と す る 。

射 撃 施 設 の 名 称 使 用 で き る 銃 の 種 類 射 撃 施 設 の 名 称 使 用 で き る 銃 の 種 類

略 略

エ ア ー ・ ラ イ フ ル エ ア ー ・ ラ イ フ ル

第 二 射 場

エ ア ー ・ ピ ス ト ル

第 二 射 場

エ ア ー ・ ピ ス ト ル

ビ ー ム ・ ラ イ フ ル

ビ ー ム ・ ピ ス ト ル

ス モ ー ル ボ ア ・ ラ イ フ ル ス モ ー ル ボ ア ・ ラ イ フ ル

ラ ー ジ ボ ア ・ ラ イ フ ル ラ ー ジ ボ ア ・ ラ イ フ ル

第 三 射 場 散 弾 銃 第 三 射 場 散 弾 銃

散 弾 銃 以 外 の 滑 腔 銃

こ う

エ ア ー ・ ラ イ フ ル

（ 休 場 日 及 び 利 用 時 間 ）

第 一 条 の 二 射 撃 場 の 休 場 日 及 び 利 用 時 間 は 、

規 則 で 定 め る 。

（ 利 用 の 許 可 ） （ 利 用 の 許 可 ）

第 二 条 射 撃 場 の う ち 、 別 表 に 掲 げ る 施 設 及 び 第 二 条 射 撃 場

附 属 設 備 （ 以 下 「 有 料 施 設 等 」 と い う 。 ） を を

利 用 し よ う と す る 者 は 、 規 則 の 定 め る と こ ろ 利 用 し よ う と す る 者 は 、 規 則 の 定 め る と こ ろ

に よ り 、 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な に よ り 、 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な

い 。 い 。

２ 略 ２ 略

３ 第 一 項 の 許 可 を 受 け 、 有 料 施 設 等 を 利 用 す ３ 第 一 項 の 許 可 を 受 け 、 射 撃 場 を 利 用 す

る 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う 。 ） が 、 許 可 を る 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う 。 ） が 、 許 可 を

（ 防 火 区 画 ） （ 防 火 区 画 ） 0
0

第 三 十 一 条 建 築 物 の 一 部 が ホ テ ル 等 の 用 途 に 第 三 十 一 条 建 築 物 の 一 部 が ホ テ ル 等 の 用 途 に

供 す る も の で 、 階 数 が 二 で あ り 、 か つ 、 そ の 供 す る も の で 、 階 数 が 二 で あ り 、 か つ 、 そ の

用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 二 百 平 方 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 二 百 平 方

メ ー ト ル を 超 え る も の は 、 当 該 部 分 と そ の 他 メ ー ト ル を 超 え る も の は 、 当 該 部 分 と そ の 他

の 部 分 と を 準 耐 火 構 造 の 壁 又 は 法 第 二 条 第 九 の 部 分 と を 準 耐 火 構 造 の 壁 又 は 法 第 二 条 第 九

号 の 二 ロ に 規 定 す る 防 火 設 備 で 令 第 百 十 二 条 号 の 二 ロ に 規 定 す る 防 火 設 備 で 令 第 百 十 二 条

第 十 九 項 第 二 号 に 規 定 す る 構 造 で あ る も の で 第 十 八 項 第 二 号 に 規 定 す る 構 造 で あ る も の で

区 画 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 同 条 第 十 区 画 し な け れ ば な ら な い 。

八 項 た だ し 書 に 規 定 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で

な い 。

（ 内 装 制 限 ） （ 内 装 制 限 ）

第 四 十 二 条 略 第 四 十 二 条 略

２ 略 ２ 略

３ 前 二 項 の 規 定 は 、 令 第 百 二 十 八 条 の 五 第 七 ３ 前 二 項 の 規 定 は 、 第 九 条 た だ し 書 に 規 定 す

項 に 規 定 す る 建 築 物 の 部 分 に つ い て は 、 適 る 設 備 を 設 け た 建 築 物 の 部 分 に つ い て は 、 適

用 し な い 。 用 し な い 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
（ 建 築 課 ）
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第一射場大学生
600円 200円 0

0

（480円） （160円）

その他の者
1,200円 400円

（960円） （320円）

中学校及び 220円 70円

高等学校の生徒 （170円） （50円）

射撃施設

第二射場大学生
450円 150円

（360円） （120円）

その他の者
900円 300円

（720円） （240円）

ライフル銃のみを
3,300円 1,100円

第三射場

使用する者

その他の者 3,700円 1,230円

備考

１「基本料金」とは３時間までの使用料をいい「超過料金」とは３時間を超えると、 、 、

きにその超える時間１時間までごとの使用料をいう。

２括弧書の料金は10人以上の団体が利用する場合の料金である、 。

⑵専用利用の場合

使 用 料

施設区分利用者区分午前９時正午から午前９時

超過料金から正午午後５時から午後

までまで５時まで

中学校及び
5,300円8,600円13,200円1,760円

高等学校の生徒

第一射場大学生10,600円17,200円26,500円3,530円

その他の者21,200円34,400円53,000円7,060円

中学校及び
5,000円8,120円12,500円1,660円

高等学校の生徒

射撃施設

第二射場大学生10,000円16,200円25,000円3,330円

その他の者20,000円32,500円50,000円6,660円

受 け た 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 知 事 受 け た 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 知 事

の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。0
0

第 四 条 略 第 四 条 略

（ 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 ）

第 四 条 の 二 知 事 は 、 射 撃 場 の 管 理 を 法 人 そ の

他 の 団 体 で あ つ て 知 事 が 指 定 す る も の （ 以 下

「 指 定 管 理 者 」 と い う 。 ） に 行 わ せ る こ と が

で き る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 射 撃 場 の 管 理 を 指 定 管 理

者 に 行 わ せ る 場 合 に お け る 第 二 条 及 び 第 三 条

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 二 条 及 び 第 三 条

第 一 項 中 「 知 事 」 と あ る の は 「 指 定 管 理 者 」

と 、 同 条 第 二 項 中 「 県 」 と あ る の は 「 県 及 び

指 定 管 理 者 」 と す る 。

（ 業 務 の 範 囲 ）

第 四 条 の 三 指 定 管 理 者 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 を

行 う も の と す る 。

一 射 撃 場 の 施 設 （ 附 属 設 備 及 び 備 品 を 含

む 。 以 下 同 じ 。 ） の 維 持 管 理 に 関 す る こ

と 。

二 有 料 施 設 等 の 利 用 の 許 可 に 関 す る こ と 。

三 射 撃 場 の 運 営 に 関 す る こ と 。

四 前 三 号 に 掲 げ る 業 務 に 附 帯 す る 業 務 を 行

う こ と 。

（ 原 状 回 復 の 義 務 ） （ 原 状 回 復 の 義 務 ）

第 七 条 利 用 者 は 、 射 撃 場 の 利 用 を 終 え た と 第 七 条 利 用 者 は 、 射 撃 場 の 利 用 を 終 え た と

き 、 又 は 第 三 条 の 規 定 に よ り 利 用 の 許 可 を 取 き 、 又 は 第 三 条 の 規 定 に よ り 利 用 の 許 可 を 取

り 消 さ れ た と き は 、 直 ち に 施 設 を 原 り 消 さ れ た と き は 、 直 ち に 施 設 又 は 備 品 を 原

状 に 回 復 し な け れ ば な ら な い 。 状 に 回 復 し な け れ ば な ら な い 。

（ 損 害 賠 償 の 義 務 ） （ 損 害 賠 償 の 義 務 ）

第 八 条 利 用 者 は 、 射 撃 場 の 施 設 第 八 条 利 用 者 は 、 射 撃 場 の 建 物 、 施 設 又 は 備

を 故 意 又 は 過 失 に よ り 滅 失 し 、 破 損 し 、 又 品 を 故 意 又 は 過 失 に よ り 滅 失 し 、 破 損 し 、 又

は 汚 損 し た と き は 、 そ れ に よ つ て 生 じ た 損 害 は 汚 損 し た と き は 、 そ れ に よ つ て 生 じ た 損 害

を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。

別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

別表（第２条第５条関係）、

１施設使用料

⑴一般利用の場合

使用料（ １人につき）

施設区分利用者区分

基本料金超過料金

中学校及び 300円 100円

高等学校の生徒 （240円） （80円）

0
0

栃 木 県 条 例 第 三 十 三 号

栃 木 県 ラ イ フ ル 射 撃 場 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 ラ イ フ ル 射 撃 場 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 （ 昭 和 五 十 四 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 設 置 等 ） （ 設 置 等 ）

第 一 条 略 第 一 条 略

２ 射 撃 場 に 設 け る 射 撃 施 設 の 名 称 及 び そ れ ぞ ２ 射 撃 場 に 設 け る 射 撃 施 設 の 名 称 及 び そ れ ぞ

れ の 射 撃 施 設 に お い て 使 用 で き る 銃 の 種 類 れ の 射 撃 施 設 に お い て 使 用 で き る 銃 の 種 類

は 、 次 の 表 の と お り と す る 。 は 、 次 の 表 の と お り と す る 。

射 撃 施 設 の 名 称 使 用 で き る 銃 の 種 類 射 撃 施 設 の 名 称 使 用 で き る 銃 の 種 類

略 略

エ ア ー ・ ラ イ フ ル エ ア ー ・ ラ イ フ ル

第 二 射 場

エ ア ー ・ ピ ス ト ル

第 二 射 場

エ ア ー ・ ピ ス ト ル

ビ ー ム ・ ラ イ フ ル

ビ ー ム ・ ピ ス ト ル

ス モ ー ル ボ ア ・ ラ イ フ ル ス モ ー ル ボ ア ・ ラ イ フ ル

ラ ー ジ ボ ア ・ ラ イ フ ル ラ ー ジ ボ ア ・ ラ イ フ ル

第 三 射 場 散 弾 銃 第 三 射 場 散 弾 銃

散 弾 銃 以 外 の 滑 腔 銃

こ う

エ ア ー ・ ラ イ フ ル

（ 休 場 日 及 び 利 用 時 間 ）

第 一 条 の 二 射 撃 場 の 休 場 日 及 び 利 用 時 間 は 、

規 則 で 定 め る 。

（ 利 用 の 許 可 ） （ 利 用 の 許 可 ）

第 二 条 射 撃 場 の う ち 、 別 表 に 掲 げ る 施 設 及 び 第 二 条 射 撃 場

附 属 設 備 （ 以 下 「 有 料 施 設 等 」 と い う 。 ） を を

利 用 し よ う と す る 者 は 、 規 則 の 定 め る と こ ろ 利 用 し よ う と す る 者 は 、 規 則 の 定 め る と こ ろ

に よ り 、 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な に よ り 、 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な

い 。 い 。

２ 略 ２ 略

３ 第 一 項 の 許 可 を 受 け 、 有 料 施 設 等 を 利 用 す ３ 第 一 項 の 許 可 を 受 け 、 射 撃 場 を 利 用 す

る 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う 。 ） が 、 許 可 を る 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う 。 ） が 、 許 可 を
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ライフル銃のみを
22,000円35,700円55,000円7,330円

0
0

第三射場

使用する者

その他の者22,000円35,700円55,000円7,330円

備考

１「専用利用」とは第一射場第二射場又は第三射場をそれぞれ一括して利用する場合、 、

をいう。

２「超過料金」とはやむを得ない理由により午前９時前又は午後５時後に専用利用をす、

る場合の当該午前９時前又は午後５時後の専用利用の時間１時間までごとの使用料をい

う。

２附属設備使用料

区 分 使 用 料

規則で定める附属設備規則で定める額

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）

第一射場大学生
600円 200円 0

0

（480円） （160円）

その他の者
1,200円 400円

（960円） （320円）

中学校及び 220円 70円

高等学校の生徒 （170円） （50円）

射撃施設

第二射場大学生
450円 150円

（360円） （120円）

その他の者
900円 300円

（720円） （240円）

ライフル銃のみを
3,300円 1,100円

第三射場

使用する者

その他の者 3,700円 1,230円

備考

１「基本料金」とは３時間までの使用料をいい「超過料金」とは３時間を超えると、 、 、

きにその超える時間１時間までごとの使用料をいう。

２括弧書の料金は10人以上の団体が利用する場合の料金である、 。

⑵専用利用の場合

使 用 料

施設区分利用者区分午前９時正午から午前９時

超過料金から正午午後５時から午後

までまで５時まで

中学校及び
5,300円8,600円13,200円1,760円

高等学校の生徒

第一射場大学生10,600円17,200円26,500円3,530円

その他の者21,200円34,400円53,000円7,060円

中学校及び
5,000円8,120円12,500円1,660円

高等学校の生徒

射撃施設

第二射場大学生10,000円16,200円25,000円3,330円

その他の者20,000円32,500円50,000円6,660円

第一射場大学生
600円 200円 0

0

（480円） （160円）

その他の者
1,200円 400円

（960円） （320円）

中学校及び 220円 70円

高等学校の生徒 （170円） （50円）

射撃施設

第二射場大学生
450円 150円

（360円） （120円）

その他の者
900円 300円

（720円） （240円）

ライフル銃のみを
3,300円 1,100円

第三射場

使用する者

その他の者 3,700円 1,230円

備考

１「基本料金」とは３時間までの使用料をいい「超過料金」とは３時間を超えると、 、 、

きにその超える時間１時間までごとの使用料をいう。

２括弧書の料金は10人以上の団体が利用する場合の料金である、 。

⑵専用利用の場合

使 用 料

施設区分利用者区分午前９時正午から午前９時

超過料金から正午午後５時から午後

までまで５時まで

中学校及び
5,300円8,600円13,200円1,760円

高等学校の生徒

第一射場大学生10,600円17,200円26,500円3,530円

その他の者21,200円34,400円53,000円7,060円

中学校及び
5,000円8,120円12,500円1,660円

高等学校の生徒

射撃施設

第二射場大学生10,000円16,200円25,000円3,330円

その他の者20,000円32,500円50,000円6,660円

第一射場大学生
600円 200円 0

0

（480円） （160円）

その他の者
1,200円 400円

（960円） （320円）

中学校及び 220円 70円

高等学校の生徒 （170円） （50円）

射撃施設

第二射場大学生
450円 150円

（360円） （120円）

その他の者
900円 300円

（720円） （240円）

ライフル銃のみを
3,300円 1,100円

第三射場

使用する者

その他の者 3,700円 1,230円

備考

１「基本料金」とは３時間までの使用料をいい「超過料金」とは３時間を超えると、 、 、

きにその超える時間１時間までごとの使用料をいう。

２括弧書の料金は10人以上の団体が利用する場合の料金である、 。

⑵専用利用の場合

使 用 料

施設区分利用者区分午前９時正午から午前９時

超過料金から正午午後５時から午後

までまで５時まで

中学校及び
5,300円8,600円13,200円1,760円

高等学校の生徒

第一射場大学生10,600円17,200円26,500円3,530円

その他の者21,200円34,400円53,000円7,060円

中学校及び
5,000円8,120円12,500円1,660円

高等学校の生徒

射撃施設

第二射場大学生10,000円16,200円25,000円3,330円

その他の者20,000円32,500円50,000円6,660円

第一射場大学生
600円 200円 0

0

（480円） （160円）

その他の者
1,200円 400円

（960円） （320円）

中学校及び 220円 70円

高等学校の生徒 （170円） （50円）

射撃施設

第二射場大学生
450円 150円

（360円） （120円）

その他の者
900円 300円

（720円） （240円）

ライフル銃のみを
3,300円 1,100円

第三射場

使用する者

その他の者 3,700円 1,230円

備考

１「基本料金」とは３時間までの使用料をいい「超過料金」とは３時間を超えると、 、 、

きにその超える時間１時間までごとの使用料をいう。

２括弧書の料金は10人以上の団体が利用する場合の料金である、 。

⑵専用利用の場合

使 用 料

施設区分利用者区分午前９時正午から午前９時

超過料金から正午午後５時から午後

までまで５時まで

中学校及び
5,300円8,600円13,200円1,760円

高等学校の生徒

第一射場大学生10,600円17,200円26,500円3,530円

その他の者21,200円34,400円53,000円7,060円

中学校及び
5,000円8,120円12,500円1,660円

高等学校の生徒

射撃施設

第二射場大学生10,000円16,200円25,000円3,330円

その他の者20,000円32,500円50,000円6,660円

第一射場大学生
600円 200円 0

0

（480円） （160円）

その他の者
1,200円 400円

（960円） （320円）

中学校及び 220円 70円

高等学校の生徒 （170円） （50円）

射撃施設

第二射場大学生
450円 150円

（360円） （120円）

その他の者
900円 300円

（720円） （240円）

ライフル銃のみを
3,300円 1,100円

第三射場

使用する者

その他の者 3,700円 1,230円

備考

１「基本料金」とは３時間までの使用料をいい「超過料金」とは３時間を超えると、 、 、

きにその超える時間１時間までごとの使用料をいう。

２括弧書の料金は10人以上の団体が利用する場合の料金である、 。

⑵専用利用の場合

使 用 料

施設区分利用者区分午前９時正午から午前９時

超過料金から正午午後５時から午後

までまで５時まで

中学校及び
5,300円8,600円13,200円1,760円

高等学校の生徒

第一射場大学生10,600円17,200円26,500円3,530円

その他の者21,200円34,400円53,000円7,060円

中学校及び
5,000円8,120円12,500円1,660円

高等学校の生徒

射撃施設

第二射場大学生10,000円16,200円25,000円3,330円

その他の者20,000円32,500円50,000円6,660円

第一射場大学生
600円 200円 0

0

（480円） （160円）

その他の者
1,200円 400円

（960円） （320円）

中学校及び 220円 70円

高等学校の生徒 （170円） （50円）

射撃施設

第二射場大学生
450円 150円

（360円） （120円）

その他の者
900円 300円

（720円） （240円）

ライフル銃のみを
3,300円 1,100円

第三射場

使用する者

その他の者 3,700円 1,230円

備考

１「基本料金」とは３時間までの使用料をいい「超過料金」とは３時間を超えると、 、 、

きにその超える時間１時間までごとの使用料をいう。

２括弧書の料金は10人以上の団体が利用する場合の料金である、 。

⑵専用利用の場合

使 用 料

施設区分利用者区分午前９時正午から午前９時

超過料金から正午午後５時から午後

までまで５時まで

中学校及び
5,300円8,600円13,200円1,760円

高等学校の生徒

第一射場大学生10,600円17,200円26,500円3,530円

その他の者21,200円34,400円53,000円 7,060円

中学校及び
5,000円8,120円12,500円1,660円

高等学校の生徒

射撃施設

第二射場大学生10,000円16,200円25,000円3,330円

その他の者20,000円32,500円50,000円6,660円

第一射場大学生
600円 200円 0

0

（480円） （160円）

その他の者
1,200円 400円

（960円） （320円）

中学校及び 220円 70円

高等学校の生徒 （170円） （50円）

射撃施設

第二射場大学生
450円 150円

（360円） （120円）

その他の者
900円 300円

（720円） （240円）

ライフル銃のみを
3,300円 1,100円

第三射場

使用する者

その他の者 3,700円 1,230円

備考

１「基本料金」とは３時間までの使用料をいい「超過料金」とは３時間を超えると、 、 、

きにその超える時間１時間までごとの使用料をいう。

２括弧書の料金は10人以上の団体が利用する場合の料金である、 。

⑵専用利用の場合

使 用 料

施設区分利用者区分午前９時正午から午前９時

超過料金から正午午後５時から午後

までまで５時まで

中学校及び
5,300円8,600円13,200円1,760円

高等学校の生徒

第一射場大学生10,600円17,200円26,500円3,530円

その他の者21,200円34,400円53,000円7,060円

中学校及び
5,000円8,120円12,500円1,660円

高等学校の生徒

射撃施設

第二射場大学生10,000円16,200円25,000円3,330円

その他の者20,000円32,500円50,000円6,660円

第一射場大学生
600円 200円 0

0

（480円） （160円）

その他の者
1,200円 400円

（960円） （320円）

中学校及び 220円 70円

高等学校の生徒 （170円） （50円）

射撃施設

第二射場大学生
450円 150円

（360円） （120円）

その他の者
900円 300円

（720円） （240円）

ライフル銃のみを
3,300円 1,100円

第三射場

使用する者

その他の者 3,700円 1,230円

備考

１「基本料金」とは３時間までの使用料をいい「超過料金」とは３時間を超えると、 、 、

きにその超える時間１時間までごとの使用料をいう。

２括弧書の料金は10人以上の団体が利用する場合の料金である、 。

⑵専用利用の場合

使 用 料

施設区分利用者区分午前９時正午から午前９時

超過料金から正午午後５時から午後

までまで５時まで

中学校及び
5,300円8,600円13,200円1,760円

高等学校の生徒

第一射場大学生10,600円17,200円26,500円3,530円

その他の者21,200円34,400円53,000円7,060円

中学校及び
5,000円8,120円12,500円1,660円

高等学校の生徒

射撃施設

第二射場大学生10,000円16,200円25,000円3,330円

その他の者20,000円32,500円50,000円6,660円

第一射場大学生
600円 200円 0

0

（480円） （160円）

その他の者
1,200円 400円

（960円） （320円）

中学校及び 220円 70円

高等学校の生徒 （170円） （50円）

射撃施設

第二射場大学生
450円 150円

（360円） （120円）

その他の者
900円 300円

（720円） （240円）

ライフル銃のみを
3,300円 1,100円

第三射場

使用する者

その他の者 3,700円 1,230円

備考

１「基本料金」とは３時間までの使用料をいい「超過料金」とは３時間を超えると、 、 、

きにその超える時間１時間までごとの使用料をいう。

２括弧書の料金は10人以上の団体が利用する場合の料金である、 。

⑵専用利用の場合

使 用 料

施設区分利用者区分午前９時正午から午前９時

超過料金から正午午後５時から午後

までまで５時まで

中学校及び
5,300円8,600円13,200円1,760円

高等学校の生徒

第一射場大学生10,600円17,200円26,500円3,530円

その他の者21,200円34,400円53,000円7,060円

中学校及び
5,000円8,120円12,500円1,660円

高等学校の生徒

射撃施設

第二射場大学生10,000円16,200円25,000円3,330円

その他の者20,000円32,500円50,000円 6,660円
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0
0

栃 木 県 条 例 第 三 十 五 号

栃 木 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 栃 木 県 県 税 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

（ 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 税 率 の 特 例 ） （ 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 税 率 の 特 例 ）

第 二 十 七 条 の 二 略 第 二 十 七 条 の 二 略

２ 自 家 用 の 乗 用 車 に 対 す る 第 百 五 条 の 三 第 二 ２ 自 家 用 の 乗 用 車 に 対 す る 第 百 五 条 の 三 第 二

項 及 び 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 項 及 び 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該

自 家 用 の 乗 用 車 の 取 得 が 令 和 元 年 十 月 一 日 か 自 家 用 の 乗 用 車 の 取 得 が 令 和 元 年 十 月 一 日 か

ら 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 行 わ れ た ら 令 和 二 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 に 行 わ れ た

と き に 限 り 、 同 条 第 二 項 中 「 百 分 の 二 」 と あ と き に 限 り 、 同 条 第 二 項 中 「 百 分 の 二 」 と あ

る の は 「 百 分 の 一 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 百 分 る の は 「 百 分 の 一 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 百 分

の 三 」 と あ る の は 「 百 分 の 二 」 と す る 。 の 三 」 と あ る の は 「 百 分 の 二 」 と す る 。

第 三 十 条 略 第 三 十 条 略

（ 徴 収 猶 予 の 特 例 の 申 請 手 続 等 に 係 る 期 間 ）

第 三 十 一 条 法 附 則 第 五 十 九 条 第 三 項 （ 新 型 コ

ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 に 係 る 徴 収 猶 予 の 特

例 ） に お い て 準 用 す る 法 第 十 五 条 の 二 第 八 項

（ 徴 収 猶 予 の 申 請 手 続 等 ） に 規 定 す る 条 例 で

定 め る 期 間 は 、 二 十 日 と す る 。

第 二 条 栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

第 三 十 一 条 略 第 三 十 一 条 略

（ 税 額 控 除 の 特 例 の 対 象 と な る 放 棄 の 範 囲 ）

第 三 十 二 条 法 附 則 第 六 十 条 第 一 項 （ 新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 に 係 る 寄 附 金 税 額 控 除 の

特 例 ） に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 放 棄 は 、 新 型

コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 の 影 響 に 対 応 す る た

め の 国 税 関 係 法 律 の 臨 時 特 例 に 関 す る 法 律

0
0

栃 木 県 条 例 第 三 十 四 号

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ 略 ① 略

２ 職 員 が 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 （ 病 原 体

が ベ ー タ コ ロ ナ ウ イ ル ス 属 の コ ロ ナ ウ イ ル ス

（ 令 和 二 年 一 月 に 、 中 華 人 民 共 和 国 か ら 世 界

保 健 機 関 に 対 し て 、 人 に 伝 染 す る 能 力 を 有 す

る こ と が 新 た に 報 告 さ れ た も の に 限 る 。 ） で

あ る も の に 限 る 。 ） か ら 県 民 の 生 命 及 び 健 康

を 保 護 す る た め に 緊 急 に 行 わ れ た 措 置 に 係 る

作 業 で あ っ て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の に

従 事 し た と き は 、 防 疫 作 業 に 従 事 す る 職 員 の

特 殊 勤 務 手 当 を 支 給 す る も の と し 、 そ の 額

は 、 従 事 し た 日 一 日 に つ き 四 千 円 を 超 え な い

範 囲 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。 こ の 場 合 に

お い て 、 第 四 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条

例 」 と い う 。 ） 附 則 第 二 項 の 規 定 は 、 令 和 二 年 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

２ 新 条 例 附 則 第 二 項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 第 四 条

の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 防 疫 作 業 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 （ 同 項 に 規 定 す る 作 業 に 係

る も の に 限 る 。 ） は 、 同 項 の 規 定 に よ る 防 疫 作 業 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 内 払 と み な

す 。

（ 人 事 課 ）

ライフル銃のみを
22,000円35,700円55,000円7,330円

0
0

第三射場

使用する者

その他の者22,000円35,700円55,000円7,330円

備考

１「専用利用」とは第一射場第二射場又は第三射場をそれぞれ一括して利用する場合、 、

をいう。

２「超過料金」とはやむを得ない理由により午前９時前又は午後５時後に専用利用をす、

る場合の当該午前９時前又は午後５時後の専用利用の時間１時間までごとの使用料をい

う。

２附属設備使用料

区 分 使 用 料

規則で定める附属設備規則で定める額

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）

ライフル銃のみを
22,000円35,700円55,000円7,330円

0
0

第三射場

使用する者

その他の者22,000円35,700円55,000円7,330円

備考

１「専用利用」とは第一射場第二射場又は第三射場をそれぞれ一括して利用する場合、 、

をいう。

２「超過料金」とはやむを得ない理由により午前９時前又は午後５時後に専用利用をす、

る場合の当該午前９時前又は午後５時後の専用利用の時間１時間までごとの使用料をい

う。

２附属設備使用料

区 分 使 用 料

規則で定める附属設備規則で定める額

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）

ライフル銃のみを
22,000円35,700円55,000円7,330円

0
0

第三射場

使用する者

その他の者22,000円35,700円55,000円7,330円

備考

１「専用利用」とは第一射場第二射場又は第三射場をそれぞれ一括して利用する場合、 、

をいう。

２「超過料金」とはやむを得ない理由により午前９時前又は午後５時後に専用利用をす、

る場合の当該午前９時前又は午後５時後の専用利用の時間１時間までごとの使用料をい

う。

２附属設備使用料

区 分 使 用 料

規則で定める附属設備規則で定める額

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）

ライフル銃のみを
22,000円35,700円55,000円7,330円

0
0

第三射場

使用する者

その他の者22,000円35,700円55,000円7,330円

備考

１「専用利用」とは第一射場第二射場又は第三射場をそれぞれ一括して利用する場合、 、

をいう。

２「超過料金」とはやむを得ない理由により午前９時前又は午後５時後に専用利用をす、

る場合の当該午前９時前又は午後５時後の専用利用の時間１時間までごとの使用料をい

う。

２附属設備使用料

区 分 使 用 料

規則で定める附属設備規則で定める額

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）

ライフル銃のみを
22,000円35,700円55,000円7,330円

0
0

第三射場

使用する者

その他の者22,000円35,700円55,000円7,330円

備考

１「専用利用」とは第一射場第二射場又は第三射場をそれぞれ一括して利用する場合、 、

をいう。

２「超過料金」とはやむを得ない理由により午前９時前又は午後５時後に専用利用をす、

る場合の当該午前９時前又は午後５時後の専用利用の時間１時間までごとの使用料をい

う。

２附属設備使用料

区 分 使 用 料

規則で定める附属設備規則で定める額

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）

ライフル銃のみを
22,000円35,700円55,000円7,330円

0
0

第三射場

使用する者

その他の者22,000円35,700円55,000円7,330円

備考

１「専用利用」とは第一射場第二射場又は第三射場をそれぞれ一括して利用する場合、 、

をいう。

２「超過料金」とはやむを得ない理由により午前９時前又は午後５時後に専用利用をす、

る場合の当該午前９時前又は午後５時後の専用利用の時間１時間までごとの使用料をい

う。

２附属設備使用料

区 分 使 用 料

規則で定める附属設備規則で定める額

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）

ライフル銃のみを
22,000円35,700円55,000円7,330円

0
0

第三射場

使用する者

その他の者22,000円35,700円55,000円7,330円

備考

１「専用利用」とは第一射場第二射場又は第三射場をそれぞれ一括して利用する場合、 、

をいう。

２「超過料金」とはやむを得ない理由により午前９時前又は午後５時後に専用利用をす、

る場合の当該午前９時前又は午後５時後の専用利用の時間１時間までごとの使用料をい

う。

２附属設備使用料

区 分 使 用 料

規則で定める附属設備規則で定める額

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）

ライフル銃のみを
22,000円35,700円55,000円7,330円

0
0

第三射場

使用する者

その他の者22,000円35,700円55,000円7,330円

備考

１「専用利用」とは第一射場第二射場又は第三射場をそれぞれ一括して利用する場合、 、

をいう。

２「超過料金」とはやむを得ない理由により午前９時前又は午後５時後に専用利用をす、

る場合の当該午前９時前又は午後５時後の専用利用の時間１時間までごとの使用料をい

う。

２附属設備使用料

区 分 使 用 料

規則で定める附属設備規則で定める額

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）
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（ 令 和 二 年 法 律 第 二 十 五 号 ） 第 五 条 第 四 項

（ 指 定 行 事 の 中 止 等 に よ り 生 じ た 権 利 を 放 棄0
0

し た 場 合 の 寄 附 金 控 除 又 は 所 得 税 額 の 特 別 控

除 の 特 例 ） に 規 定 す る 指 定 行 事 の 同 条 第 一 項

に 規 定 す る 中 止 等 に よ り 生 じ た 同 項 に 規 定 す

る 入 場 料 金 等 払 戻 請 求 権 の 全 部 又 は 一 部 の 放

棄 （ 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和

二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 附 則 第 三 条 （ 新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 に 係 る 個 人 の 道 府 県 民 税

の 寄 附 金 税 額 控 除 の 特 例 に 関 す る 経 過 措 置 ）

の 規 定 に よ り 入 場 料 金 等 払 戻 請 求 権 の 全 部 又

は 一 部 の 放 棄 と み な さ れ る 寄 附 金 の 支 出 を 含

む 。 ） と す る 。

第 三 条 栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 県 民 税 の 納 税 義 務 者 ） （ 県 民 税 の 納 税 義 務 者 ）

第 十 九 条 略 第 十 九 条 略

２ 略 ２ 略

３ 公 益 法 人 等 （ 法 人 税 法 第 二 条 第 六 号 の 公 益 ３ 公 益 法 人 等 （ 法 人 税 法 第 二 条 第 六 号 の 公 益

法 人 等 並 び に 防 災 街 区 整 備 事 業 組 合 、 管 理 組 法 人 等 並 び に 防 災 街 区 整 備 事 業 組 合 、 管 理 組

合 法 人 及 び 団 地 管 理 組 合 法 人 、 マ ン シ ョ ン 建 合 法 人 及 び 団 地 管 理 組 合 法 人 、 マ ン シ ョ ン 建

替 組 合 、 マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 組 合 及 び 敷 地 分 替 組 合 及 び マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 組 合

割 組 合 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六

十 七 号 ） 第 二 百 六 十 条 の 二 第 七 項 （ 地 縁 に よ 十 七 号 ） 第 二 百 六 十 条 の 二 第 七 項 （ 地 縁 に よ

る 団 体 ） に 規 定 す る 認 可 地 縁 団 体 、 政 党 交 付 る 団 体 ） に 規 定 す る 認 可 地 縁 団 体 、 政 党 交 付

金 の 交 付 を 受 け る 政 党 等 に 対 す る 法 人 格 の 付 金 の 交 付 を 受 け る 政 党 等 に 対 す る 法 人 格 の 付

与 に 関 す る 法 律 （ 平 成 六 年 法 律 第 百 六 号 ） 第 与 に 関 す る 法 律 （ 平 成 六 年 法 律 第 百 六 号 ） 第

七 条 の 二 第 一 項 （ 変 更 の 登 記 ） に 規 定 す る 法 七 条 の 二 第 一 項 （ 変 更 の 登 記 ） に 規 定 す る 法

人 で あ る 政 党 等 並 び に 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 人 で あ る 政 党 等 並 び に 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法

（ 平 成 十 年 法 律 第 七 号 ） 第 二 条 第 二 項 （ 定 （ 平 成 十 年 法 律 第 七 号 ） 第 二 条 第 二 項 （ 定

義 ） に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 を い 義 ） に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 を い

う 。 ） の う ち 法 第 二 十 五 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 う 。 ） の う ち 法 第 二 十 五 条 第 一 項 第 二 号 に 掲

げ る 者 以 外 の も の 及 び 次 項 の 規 定 に よ り 法 人 げ る 者 以 外 の も の 及 び 次 項 の 規 定 に よ り 法 人

と み な さ れ る も の に 対 す る 法 人 税 割 （ 法 人 税 と み な さ れ る も の に 対 す る 法 人 税 割 （ 法 人 税

法 第 七 十 四 条 第 一 項 （ 確 定 申 告 ） の 申 告 書 に 法 第 七 十 四 条 第 一 項 （ 確 定 申 告 ） の 申 告 書 に

係 る 法 人 税 額 を 課 税 標 準 と す る 法 人 税 割 に 限 係 る 法 人 税 額 を 課 税 標 準 と す る 法 人 税 割 に 限

る 。 ） は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ る 。 ） は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ

ら の 者 の う ち 県 内 に 収 益 事 業 又 は 法 人 課 税 信 ら の 者 の う ち 県 内 に 収 益 事 業 又 は 法 人 課 税 信

託 の 信 託 事 務 を 行 う 事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す 託 の 信 託 事 務 を 行 う 事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す

る も の に 課 す る 。 る も の に 課 す る 。

４ ・ ５ 略 ４ ・ ５ 略

（ 法 人 税 割 の 課 税 標 準 ） （ 法 人 税 割 の 課 税 標 準 ）

第 三 十 条 法 人 税 割 の 課 税 標 準 は 、 法 人 税 額 第 三 十 条 法 人 税 割 の 課 税 標 準 は 、 法 人 税 額 又

と す る 。 は 個 別 帰 属 法 人 税 額 と す る 。

0
0

栃 木 県 条 例 第 三 十 五 号

栃 木 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 栃 木 県 県 税 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

（ 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 税 率 の 特 例 ） （ 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 税 率 の 特 例 ）

第 二 十 七 条 の 二 略 第 二 十 七 条 の 二 略

２ 自 家 用 の 乗 用 車 に 対 す る 第 百 五 条 の 三 第 二 ２ 自 家 用 の 乗 用 車 に 対 す る 第 百 五 条 の 三 第 二

項 及 び 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 項 及 び 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該

自 家 用 の 乗 用 車 の 取 得 が 令 和 元 年 十 月 一 日 か 自 家 用 の 乗 用 車 の 取 得 が 令 和 元 年 十 月 一 日 か

ら 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 行 わ れ た ら 令 和 二 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 に 行 わ れ た

と き に 限 り 、 同 条 第 二 項 中 「 百 分 の 二 」 と あ と き に 限 り 、 同 条 第 二 項 中 「 百 分 の 二 」 と あ

る の は 「 百 分 の 一 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 百 分 る の は 「 百 分 の 一 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 百 分

の 三 」 と あ る の は 「 百 分 の 二 」 と す る 。 の 三 」 と あ る の は 「 百 分 の 二 」 と す る 。

第 三 十 条 略 第 三 十 条 略

（ 徴 収 猶 予 の 特 例 の 申 請 手 続 等 に 係 る 期 間 ）

第 三 十 一 条 法 附 則 第 五 十 九 条 第 三 項 （ 新 型 コ

ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 に 係 る 徴 収 猶 予 の 特

例 ） に お い て 準 用 す る 法 第 十 五 条 の 二 第 八 項

（ 徴 収 猶 予 の 申 請 手 続 等 ） に 規 定 す る 条 例 で

定 め る 期 間 は 、 二 十 日 と す る 。

第 二 条 栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

第 三 十 一 条 略 第 三 十 一 条 略

（ 税 額 控 除 の 特 例 の 対 象 と な る 放 棄 の 範 囲 ）

第 三 十 二 条 法 附 則 第 六 十 条 第 一 項 （ 新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 に 係 る 寄 附 金 税 額 控 除 の

特 例 ） に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 放 棄 は 、 新 型

コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 の 影 響 に 対 応 す る た

め の 国 税 関 係 法 律 の 臨 時 特 例 に 関 す る 法 律
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（ 法 人 の 県 民 税 に 係 る 事 務 所 設 置 等 の 届 出 ） （ 法 人 の 県 民 税 に 係 る 事 務 所 設 置 等 の 届 出 ）

第 三 十 五 条 県 内 に 事 務 所 、 事 業 所 又 は 寮 等 を 第 三 十 五 条 県 内 に 事 務 所 、 事 業 所 又 は 寮 等 を 0
0

設 け た こ と に よ っ て 、 新 た に 第 十 九 条 第 一 項 設 け た こ と に よ っ て 、 新 た に 第 十 九 条 第 一 項

第 三 号 、 第 四 号 又 は 第 四 号 の 二 に 掲 げ る 者 に 第 三 号 、 第 四 号 又 は 第 四 号 の 二 に 掲 げ る 者 に

該 当 す る こ と と な っ た も の は 、 当 該 事 務 所 、 該 当 す る こ と と な っ た も の は 、 当 該 事 務 所 、

事 業 所 又 は 寮 等 を 設 け た 日 か ら 二 月 以 内 に 、 事 業 所 又 は 寮 等 を 設 け た 日 か ら 二 月 以 内 に 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に 知 事 が 必 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に 知 事 が 必

要 と 認 め る 書 類 を 添 付 し て 、 こ れ を 知 事 に 提 要 と 認 め る 書 類 を 添 付 し て 、 こ れ を 知 事 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。 出 し な け れ ば な ら な い 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 事 業 年 度 三 事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度

四 略 四 略

２ 略 ２ 略

（ 事 業 税 の 納 税 義 務 者 等 ） （ 事 業 税 の 納 税 義 務 者 等 ）

第 五 十 四 条 法 人 の 行 う 事 業 に 対 す る 事 業 税 第 五 十 四 条 法 人 の 行 う 事 業 に 対 す る 事 業 税

は 、 法 人 の 行 う 事 業 に 対 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ は 、 法 人 の 行 う 事 業 に 対 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 事 業 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 に る 事 業 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 に

よ り 、 そ の 法 人 に 課 す る 。 よ り 、 そ の 法 人 に 課 す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 電 気 供 給 業 の う ち 、 電 気 事 業 法 （ 昭 和 三 三 電 気 供 給 業 の う ち 、 電 気 事 業 法 （ 昭 和 三

十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 二 十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 二

号 （ 定 義 ） に 規 定 す る 小 売 電 気 事 業 （ こ れ 号 （ 定 義 ） に 規 定 す る 小 売 電 気 事 業 （ 法 第

に 準 ず る も の と し て 法 施 行 規 則 第 三 条 の 十 七 十 二 条 の 二 第 一 項 第 三 号 （ 事 業 税 の 納 税

四 第 一 項 に 規 定 す る 義 務 者 等 ） に 規 定 す る 電 気 事 業 法 第 二 条 第

一 項 第 二 号 に 規 定 す る 小 売 電 気 事 業 に 準 ず

も の を 含 る も の と し て 総 務 省 令 で 定 め る も の を 含

む 。 第 五 十 六 条 第 二 項 及 び 第 三 項 に お い て む 。 第 五 十 六 条 第 二 項 及 び 第 三 項 に お い て

「 小 売 電 気 事 業 等 」 と い う 。 ） 及 び 同 法 第 「 小 売 電 気 事 業 等 」 と い う 。 ） 及 び 同 法 第

二 条 第 一 項 第 十 四 号 に 規 定 す る 発 電 事 業 二 条 第 一 項 第 十 四 号 に 規 定 す る 発 電 事 業

（ こ れ に 準 ず る も の と し て 法 施 行 規 則 第 三 （ 法 第 七 十 二 条 の 二 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す

条 の 十 四 第 二 項 に 規 定 す る る 電 気 事 業 法 第 二 条 第 一 項 第 十 四 号 に 規 定

す る 発 電 事 業 に 準 ず る も の と し て 総 務 省 令

も の を 含 む 。 第 五 十 六 条 第 二 項 及 で 定 め る も の を 含 む 。 第 五 十 六 条 第 二 項 及

び 第 三 項 に お い て 「 発 電 事 業 等 」 と い び 第 三 項 に お い て 「 発 電 事 業 等 」 と い

う 。 ） 次 に 掲 げ る 法 人 の 区 分 に 応 じ 、 そ う 。 ） 次 に 掲 げ る 法 人 の 区 分 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 次 に 定 め る 額 れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

イ ・ ロ 略 イ ・ ロ 略

２ ～ ４ 略 ２ ～ ４ 略

（ 法 人 の 事 業 税 の 申 告 納 付 ） （ 法 人 の 事 業 税 の 申 告 納 付 ）

第 五 十 八 条 事 業 税 の 納 税 義 務 が あ る 法 人 （ 第 第 五 十 八 条 事 業 税 の 納 税 義 務 が あ る 法 人 （ 第

五 十 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 法 人 と み な さ れ 五 十 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 法 人 と み な さ れ

る 者 を 含 む 。 第 六 十 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 る 者 を 含 む 。 第 六 十 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、

各 事 業 年 度 に 係 る 所 得 割 等 （ 第 五 十 四 条 第 一 各 事 業 年 度 に 係 る 所 得 割 等 （ 第 五 十 四 条 第 一

項 第 一 号 イ に 掲 げ る 法 人 の 付 加 価 値 割 、 資 本 項 第 一 号 イ に 掲 げ る 法 人 の 付 加 価 値 割 、 資 本

割 及 び 所 得 割 又 は 同 号 ロ に 掲 げ る 法 人 の 所 得 割 及 び 所 得 割 又 は 同 号 ロ に 掲 げ る 法 人 の 所 得

割 を い う 。 ） 又 は 収 入 割 等 （ 同 項 第 二 号 に 掲 割 を い う 。 ） 又 は 収 入 割 等 （ 同 項 第 二 号 に 掲

げ る 事 業 を 行 う 法 人 の 収 入 割 、 同 項 第 三 号 イ げ る 事 業 を 行 う 法 人 の 収 入 割 、 同 項 第 三 号 イ

に 掲 げ る 法 人 の 収 入 割 、 付 加 価 値 割 及 び 資 本 に 掲 げ る 法 人 の 収 入 割 、 付 加 価 値 割 及 び 資 本

割 又 は 同 号 ロ に 掲 げ る 法 人 の 収 入 割 及 び 所 得 割 又 は 同 号 ロ に 掲 げ る 法 人 の 収 入 割 及 び 所 得

（ 令 和 二 年 法 律 第 二 十 五 号 ） 第 五 条 第 四 項

（ 指 定 行 事 の 中 止 等 に よ り 生 じ た 権 利 を 放 棄0
0

し た 場 合 の 寄 附 金 控 除 又 は 所 得 税 額 の 特 別 控

除 の 特 例 ） に 規 定 す る 指 定 行 事 の 同 条 第 一 項

に 規 定 す る 中 止 等 に よ り 生 じ た 同 項 に 規 定 す

る 入 場 料 金 等 払 戻 請 求 権 の 全 部 又 は 一 部 の 放

棄 （ 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和

二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 附 則 第 三 条 （ 新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 に 係 る 個 人 の 道 府 県 民 税

の 寄 附 金 税 額 控 除 の 特 例 に 関 す る 経 過 措 置 ）

の 規 定 に よ り 入 場 料 金 等 払 戻 請 求 権 の 全 部 又

は 一 部 の 放 棄 と み な さ れ る 寄 附 金 の 支 出 を 含

む 。 ） と す る 。

第 三 条 栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 県 民 税 の 納 税 義 務 者 ） （ 県 民 税 の 納 税 義 務 者 ）

第 十 九 条 略 第 十 九 条 略

２ 略 ２ 略

３ 公 益 法 人 等 （ 法 人 税 法 第 二 条 第 六 号 の 公 益 ３ 公 益 法 人 等 （ 法 人 税 法 第 二 条 第 六 号 の 公 益

法 人 等 並 び に 防 災 街 区 整 備 事 業 組 合 、 管 理 組 法 人 等 並 び に 防 災 街 区 整 備 事 業 組 合 、 管 理 組

合 法 人 及 び 団 地 管 理 組 合 法 人 、 マ ン シ ョ ン 建 合 法 人 及 び 団 地 管 理 組 合 法 人 、 マ ン シ ョ ン 建

替 組 合 、 マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 組 合 及 び 敷 地 分 替 組 合 及 び マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 組 合

割 組 合 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六

十 七 号 ） 第 二 百 六 十 条 の 二 第 七 項 （ 地 縁 に よ 十 七 号 ） 第 二 百 六 十 条 の 二 第 七 項 （ 地 縁 に よ

る 団 体 ） に 規 定 す る 認 可 地 縁 団 体 、 政 党 交 付 る 団 体 ） に 規 定 す る 認 可 地 縁 団 体 、 政 党 交 付

金 の 交 付 を 受 け る 政 党 等 に 対 す る 法 人 格 の 付 金 の 交 付 を 受 け る 政 党 等 に 対 す る 法 人 格 の 付

与 に 関 す る 法 律 （ 平 成 六 年 法 律 第 百 六 号 ） 第 与 に 関 す る 法 律 （ 平 成 六 年 法 律 第 百 六 号 ） 第

七 条 の 二 第 一 項 （ 変 更 の 登 記 ） に 規 定 す る 法 七 条 の 二 第 一 項 （ 変 更 の 登 記 ） に 規 定 す る 法

人 で あ る 政 党 等 並 び に 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 人 で あ る 政 党 等 並 び に 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法

（ 平 成 十 年 法 律 第 七 号 ） 第 二 条 第 二 項 （ 定 （ 平 成 十 年 法 律 第 七 号 ） 第 二 条 第 二 項 （ 定

義 ） に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 を い 義 ） に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 を い

う 。 ） の う ち 法 第 二 十 五 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 う 。 ） の う ち 法 第 二 十 五 条 第 一 項 第 二 号 に 掲

げ る 者 以 外 の も の 及 び 次 項 の 規 定 に よ り 法 人 げ る 者 以 外 の も の 及 び 次 項 の 規 定 に よ り 法 人

と み な さ れ る も の に 対 す る 法 人 税 割 （ 法 人 税 と み な さ れ る も の に 対 す る 法 人 税 割 （ 法 人 税

法 第 七 十 四 条 第 一 項 （ 確 定 申 告 ） の 申 告 書 に 法 第 七 十 四 条 第 一 項 （ 確 定 申 告 ） の 申 告 書 に

係 る 法 人 税 額 を 課 税 標 準 と す る 法 人 税 割 に 限 係 る 法 人 税 額 を 課 税 標 準 と す る 法 人 税 割 に 限

る 。 ） は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ る 。 ） は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ

ら の 者 の う ち 県 内 に 収 益 事 業 又 は 法 人 課 税 信 ら の 者 の う ち 県 内 に 収 益 事 業 又 は 法 人 課 税 信

託 の 信 託 事 務 を 行 う 事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す 託 の 信 託 事 務 を 行 う 事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す

る も の に 課 す る 。 る も の に 課 す る 。

４ ・ ５ 略 ４ ・ ５ 略

（ 法 人 税 割 の 課 税 標 準 ） （ 法 人 税 割 の 課 税 標 準 ）

第 三 十 条 法 人 税 割 の 課 税 標 準 は 、 法 人 税 額 第 三 十 条 法 人 税 割 の 課 税 標 準 は 、 法 人 税 額 又

と す る 。 は 個 別 帰 属 法 人 税 額 と す る 。
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割 を い う 。 ） を 法 第 七 十 二 条 の 二 十 五 （ 中 間 割 を い う 。 ） を 法 第 七 十 二 条 の 二 十 五 （ 中 間

申 告 を 要 し な い 法 人 の 事 業 税 の 申 告 納 付 ） 、 申 告 を 要 し な い 法 人 の 事 業 税 の 申 告 納 付 ） 、0
0

第 七 十 二 条 の 二 十 六 （ 事 業 年 度 の 期 間 が 六 月 第 七 十 二 条 の 二 十 六 （ 事 業 年 度 の 期 間 が 六 月

を 超 え る 法 人 等 の 中 間 申 告 納 付 ） 、 第 七 十 二 を 超 え る 法 人 の 中 間 申 告 納 付 ） 、 第 七 十 二

条 の 二 十 八 （ 中 間 申 告 を 要 す る 法 人 の 確 定 申 条 の 二 十 八 （ 中 間 申 告 を 要 す る 法 人 の 確 定 申

告 納 付 ） 及 び 第 七 十 二 条 の 二 十 九 （ 清 算 中 の 告 納 付 ） 及 び 第 七 十 二 条 の 二 十 九 （ 清 算 中 の

法 人 の 各 事 業 年 度 の 申 告 納 付 ） に 定 め る と こ 法 人 の 各 事 業 年 度 の 申 告 納 付 ） に 定 め る と こ

ろ に よ り 、 申 告 書 に 計 算 書 等 の 書 類 を 添 付 し ろ に よ り 、 申 告 書 に 計 算 書 等 の 書 類 を 添 付 し

て こ れ を 知 事 に 提 出 し 、 及 び そ の 申 告 に 係 る て こ れ を 知 事 に 提 出 し 、 及 び そ の 申 告 に 係 る

税 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 税 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

（ 法 人 の 事 業 税 に 係 る 事 業 開 始 等 の 届 出 ） （ 法 人 の 事 業 税 に 係 る 事 業 開 始 等 の 届 出 ）

第 六 十 条 県 内 に 事 務 所 又 は 事 業 所 を 設 け て 第 第 六 十 条 県 内 に 事 務 所 又 は 事 業 所 を 設 け て 第

五 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 事 業 を 行 う 法 人 五 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 事 業 を 行 う 法 人

は 、 当 該 事 業 を 開 始 し た 日 か ら 二 月 以 内 に 、 は 、 当 該 事 業 を 開 始 し た 日 か ら 二 月 以 内 に 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に 知 事 が 必 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に 知 事 が 必

要 と 認 め る 書 類 を 添 付 し て 、 こ れ を 知 事 に 提 要 と 認 め る 書 類 を 添 付 し て 、 こ れ を 知 事 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。 出 し な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

四 事 業 年 度 四 事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度

五 略 五 略

２ 略 ２ 略

第 四 条 栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 環 境 性 能 割 の 申 告 納 付 ） （ 環 境 性 能 割 の 申 告 納 付 ）

第 百 五 条 の 五 環 境 性 能 割 の 納 税 義 務 者 は 、 次 第 百 五 条 の 五 環 境 性 能 割 の 納 税 義 務 者 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 の 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各

号 に 定 め る 時 又 は 日 ま で に 、 環 境 性 能 割 の 課 号 に 定 め る 時 又 は 日 ま で に 、 環 境 性 能 割 の 課

税 標 準 額 、 環 境 性 能 割 額 そ の 他 必 要 な 事 項 を 税 標 準 額 、 環 境 性 能 割 額 そ の 他 必 要 な 事 項 を

記 載 し た 法 第 百 六 十 条 第 一 項 （ 環 境 性 能 割 の 記 載 し た 法 第 百 六 十 条 第 一 項 （ 環 境 性 能 割 の

申 告 納 付 ） の 規 定 に よ る 申 告 書 を 知 事 に 提 出 申 告 納 付 ） の 規 定 に よ る 申 告 書 を 知 事 に 提 出

す る と と も に 、 そ の 申 告 に 係 る 環 境 性 能 割 額 す る と と も に 、 そ の 申 告 に 係 る 環 境 性 能 割 額

を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 前 二 号 に 掲 げ る 自 動 車 以 外 の 自 動 車 で 、 三 前 二 号 に 掲 げ る 自 動 車 以 外 の 自 動 車 で 、

道 路 運 送 車 両 法 第 六 十 七 条 第 一 項 （ 自 動 車 道 路 運 送 車 両 法 第 六 十 七 条 第 一 項 （ 自 動 車

検 査 証 記 録 事 項 の 変 更 及 び 構 造 等 変 更 検 検 査 証 の 記 載 事 項 の 変 更 及 び 構 造 等 変 更 検

査 ） の 規 定 に よ る 自 動 車 検 査 証 の 変 更 記 録 査 ） の 規 定 に よ る 自 動 車 検 査 証 の 記 入

を 受 け る べ き 自 動 車 当 該 変 更 記 録 を 受 け を 受 け る べ き 自 動 車 当 該 記 入 を 受 け

る べ き 事 由 が あ っ た 日 か ら 十 五 日 を 経 過 す る べ き 事 由 が あ っ た 日 か ら 十 五 日 を 経 過 す

る 日 （ そ の 日 前 に 当 該 変 更 記 録 を 受 け た と る 日 （ そ の 日 前 に 当 該 記 入 を 受 け た と

き は 、 当 該 変 更 記 録 の 時 ） き は 、 当 該 記 入 の 時 ）

四 略 四 略

（ 栃 木 県 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 栃 木 県 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 栃 木 県 条 例

（ 法 人 の 県 民 税 に 係 る 事 務 所 設 置 等 の 届 出 ） （ 法 人 の 県 民 税 に 係 る 事 務 所 設 置 等 の 届 出 ）

第 三 十 五 条 県 内 に 事 務 所 、 事 業 所 又 は 寮 等 を 第 三 十 五 条 県 内 に 事 務 所 、 事 業 所 又 は 寮 等 を 0
0

設 け た こ と に よ っ て 、 新 た に 第 十 九 条 第 一 項 設 け た こ と に よ っ て 、 新 た に 第 十 九 条 第 一 項

第 三 号 、 第 四 号 又 は 第 四 号 の 二 に 掲 げ る 者 に 第 三 号 、 第 四 号 又 は 第 四 号 の 二 に 掲 げ る 者 に

該 当 す る こ と と な っ た も の は 、 当 該 事 務 所 、 該 当 す る こ と と な っ た も の は 、 当 該 事 務 所 、

事 業 所 又 は 寮 等 を 設 け た 日 か ら 二 月 以 内 に 、 事 業 所 又 は 寮 等 を 設 け た 日 か ら 二 月 以 内 に 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に 知 事 が 必 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に 知 事 が 必

要 と 認 め る 書 類 を 添 付 し て 、 こ れ を 知 事 に 提 要 と 認 め る 書 類 を 添 付 し て 、 こ れ を 知 事 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。 出 し な け れ ば な ら な い 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 事 業 年 度 三 事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度

四 略 四 略

２ 略 ２ 略

（ 事 業 税 の 納 税 義 務 者 等 ） （ 事 業 税 の 納 税 義 務 者 等 ）

第 五 十 四 条 法 人 の 行 う 事 業 に 対 す る 事 業 税 第 五 十 四 条 法 人 の 行 う 事 業 に 対 す る 事 業 税

は 、 法 人 の 行 う 事 業 に 対 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ は 、 法 人 の 行 う 事 業 に 対 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 事 業 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 に る 事 業 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 に

よ り 、 そ の 法 人 に 課 す る 。 よ り 、 そ の 法 人 に 課 す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 電 気 供 給 業 の う ち 、 電 気 事 業 法 （ 昭 和 三 三 電 気 供 給 業 の う ち 、 電 気 事 業 法 （ 昭 和 三

十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 二 十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 二

号 （ 定 義 ） に 規 定 す る 小 売 電 気 事 業 （ こ れ 号 （ 定 義 ） に 規 定 す る 小 売 電 気 事 業 （ 法 第

に 準 ず る も の と し て 法 施 行 規 則 第 三 条 の 十 七 十 二 条 の 二 第 一 項 第 三 号 （ 事 業 税 の 納 税

四 第 一 項 に 規 定 す る 義 務 者 等 ） に 規 定 す る 電 気 事 業 法 第 二 条 第

一 項 第 二 号 に 規 定 す る 小 売 電 気 事 業 に 準 ず

も の を 含 る も の と し て 総 務 省 令 で 定 め る も の を 含

む 。 第 五 十 六 条 第 二 項 及 び 第 三 項 に お い て む 。 第 五 十 六 条 第 二 項 及 び 第 三 項 に お い て

「 小 売 電 気 事 業 等 」 と い う 。 ） 及 び 同 法 第 「 小 売 電 気 事 業 等 」 と い う 。 ） 及 び 同 法 第

二 条 第 一 項 第 十 四 号 に 規 定 す る 発 電 事 業 二 条 第 一 項 第 十 四 号 に 規 定 す る 発 電 事 業

（ こ れ に 準 ず る も の と し て 法 施 行 規 則 第 三 （ 法 第 七 十 二 条 の 二 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す

条 の 十 四 第 二 項 に 規 定 す る る 電 気 事 業 法 第 二 条 第 一 項 第 十 四 号 に 規 定

す る 発 電 事 業 に 準 ず る も の と し て 総 務 省 令

も の を 含 む 。 第 五 十 六 条 第 二 項 及 で 定 め る も の を 含 む 。 第 五 十 六 条 第 二 項 及

び 第 三 項 に お い て 「 発 電 事 業 等 」 と い び 第 三 項 に お い て 「 発 電 事 業 等 」 と い

う 。 ） 次 に 掲 げ る 法 人 の 区 分 に 応 じ 、 そ う 。 ） 次 に 掲 げ る 法 人 の 区 分 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 次 に 定 め る 額 れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

イ ・ ロ 略 イ ・ ロ 略

２ ～ ４ 略 ２ ～ ４ 略

（ 法 人 の 事 業 税 の 申 告 納 付 ） （ 法 人 の 事 業 税 の 申 告 納 付 ）

第 五 十 八 条 事 業 税 の 納 税 義 務 が あ る 法 人 （ 第 第 五 十 八 条 事 業 税 の 納 税 義 務 が あ る 法 人 （ 第

五 十 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 法 人 と み な さ れ 五 十 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 法 人 と み な さ れ

る 者 を 含 む 。 第 六 十 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 る 者 を 含 む 。 第 六 十 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、

各 事 業 年 度 に 係 る 所 得 割 等 （ 第 五 十 四 条 第 一 各 事 業 年 度 に 係 る 所 得 割 等 （ 第 五 十 四 条 第 一

項 第 一 号 イ に 掲 げ る 法 人 の 付 加 価 値 割 、 資 本 項 第 一 号 イ に 掲 げ る 法 人 の 付 加 価 値 割 、 資 本

割 及 び 所 得 割 又 は 同 号 ロ に 掲 げ る 法 人 の 所 得 割 及 び 所 得 割 又 は 同 号 ロ に 掲 げ る 法 人 の 所 得

割 を い う 。 ） 又 は 収 入 割 等 （ 同 項 第 二 号 に 掲 割 を い う 。 ） 又 は 収 入 割 等 （ 同 項 第 二 号 に 掲

げ る 事 業 を 行 う 法 人 の 収 入 割 、 同 項 第 三 号 イ げ る 事 業 を 行 う 法 人 の 収 入 割 、 同 項 第 三 号 イ

に 掲 げ る 法 人 の 収 入 割 、 付 加 価 値 割 及 び 資 本 に 掲 げ る 法 人 の 収 入 割 、 付 加 価 値 割 及 び 資 本

割 又 は 同 号 ロ に 掲 げ る 法 人 の 収 入 割 及 び 所 得 割 又 は 同 号 ロ に 掲 げ る 法 人 の 収 入 割 及 び 所 得
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第 三 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す 0
0

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 県 民 税 の 均 等 割 の 課 税 免 除 ） （ 県 民 税 の 均 等 割 の 課 税 免 除 ）

第 二 条 知 事 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 特 定 非 営 利 第 二 条 知 事 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 特 定 非 営 利

活 動 法 人 に 対 し 、 当 該 各 号 に 定 め る 県 民 税 の 活 動 法 人 に 対 し 、 当 該 各 号 に 定 め る 県 民 税 の

均 等 割 を 免 除 す る こ と が で き る 。 均 等 割 を 免 除 す る こ と が で き る 。

一 地 方 税 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 二 一 地 方 税 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 二

百 四 十 五 号 ） 第 七 条 の 四 に 規 定 す る 収 益 事 百 四 十 五 号 ） 第 七 条 の 四 に 規 定 す る 収 益 事

業 （ 次 号 に お い て 「 収 益 事 業 」 と い う 。 ） 業 （ 次 号 に お い て 「 収 益 事 業 」 と い う 。 ）

を 行 わ な い 特 定 非 営 利 活 動 法 人 当 該 特 定 を 行 わ な い 特 定 非 営 利 活 動 法 人 当 該 特 定

非 営 利 活 動 法 人 の 設 立 の 日 以 後 三 箇 年 以 内 非 営 利 活 動 法 人 の 設 立 の 日 以 後 三 箇 年 以 内

に 終 了 す る 地 方 税 法 第 五 十 二 条 第 二 項 第 三 に 終 了 す る 地 方 税 法 第 五 十 二 条 第 二 項 第 四

号 の 期 間 に 係 る 県 民 税 の 均 等 割 号 の 期 間 に 係 る 県 民 税 の 均 等 割

二 略 二 略

（ と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 県 民 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 県 民 税 条 例 （ 平 成 十 九 年 栃 木 県 条 例 第 四 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 個 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 の 特 例 ） （ 個 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 の 特 例 ）

第 三 条 平 成 二 十 年 度 か ら 令 和 九 年 度 ま で 第 三 条 平 成 二 十 年 度 か ら 平 成 三 十 九 年 度 ま で

の 各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 の 各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率

は 、 県 税 条 例 第 二 十 二 条 の 規 定 に か か わ ら は 、 県 税 条 例 第 二 十 二 条 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 同 条 に 定 め る 額 に 七 百 円 を 加 算 し た 額 と ず 、 同 条 に 定 め る 額 に 七 百 円 を 加 算 し た 額 と

す る 。 す る 。

（ 法 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 の 特 例 ） （ 法 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 の 特 例 ）

第 四 条 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 令 和 十 年 三 月 第 四 条 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 平 成 四 十 年 三

三 十 一 日 ま で の 間 に 開 始 す る 各 事 業 年 度 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 開 始 す る 各 事 業 年 度 若

又 は 地 方 税 法 （ 昭 和 二 し く は 各 連 結 事 業 年 度 又 は 地 方 税 法 （ 昭 和 二

十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 五 十 二 条 第 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 五 十 二 条 第 二

項 第 三 号 の 期 間 に 係 る 県 税 条 例 第 三 十 二 条 に 項 第 四 号 の 期 間 に 係 る 県 税 条 例 第 三 十 二 条 に

規 定 す る 法 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 は 、 同 規 定 す る 法 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 は 、 同

条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 の 表 の 上 欄 に 掲 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 の 表 の 上 欄 に 掲

げ る 法 人 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 げ る 法 人 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄

に 定 め る 額 に 、 当 該 額 に 百 分 の 七 を 乗 じ て 得 に 定 め る 額 に 、 当 該 額 に 百 分 の 七 を 乗 じ て 得

た 額 を 加 算 し た 額 と す る 。 た 額 を 加 算 し た 額 と す る 。

附 則 附 則

１ 略 １ 略

（ 平 成 二 十 六 年 度 か ら 令 和 五 年 度 ま で の 各 年 （ 平 成 二 十 六 年 度 か ら 平 成 三 十 五 年 度 ま で の

度 分 の 個 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 の 特 例 ） 各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 の 特

例 ）

割 を い う 。 ） を 法 第 七 十 二 条 の 二 十 五 （ 中 間 割 を い う 。 ） を 法 第 七 十 二 条 の 二 十 五 （ 中 間

申 告 を 要 し な い 法 人 の 事 業 税 の 申 告 納 付 ） 、 申 告 を 要 し な い 法 人 の 事 業 税 の 申 告 納 付 ） 、0
0

第 七 十 二 条 の 二 十 六 （ 事 業 年 度 の 期 間 が 六 月 第 七 十 二 条 の 二 十 六 （ 事 業 年 度 の 期 間 が 六 月

を 超 え る 法 人 等 の 中 間 申 告 納 付 ） 、 第 七 十 二 を 超 え る 法 人 の 中 間 申 告 納 付 ） 、 第 七 十 二

条 の 二 十 八 （ 中 間 申 告 を 要 す る 法 人 の 確 定 申 条 の 二 十 八 （ 中 間 申 告 を 要 す る 法 人 の 確 定 申

告 納 付 ） 及 び 第 七 十 二 条 の 二 十 九 （ 清 算 中 の 告 納 付 ） 及 び 第 七 十 二 条 の 二 十 九 （ 清 算 中 の

法 人 の 各 事 業 年 度 の 申 告 納 付 ） に 定 め る と こ 法 人 の 各 事 業 年 度 の 申 告 納 付 ） に 定 め る と こ

ろ に よ り 、 申 告 書 に 計 算 書 等 の 書 類 を 添 付 し ろ に よ り 、 申 告 書 に 計 算 書 等 の 書 類 を 添 付 し

て こ れ を 知 事 に 提 出 し 、 及 び そ の 申 告 に 係 る て こ れ を 知 事 に 提 出 し 、 及 び そ の 申 告 に 係 る

税 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 税 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

（ 法 人 の 事 業 税 に 係 る 事 業 開 始 等 の 届 出 ） （ 法 人 の 事 業 税 に 係 る 事 業 開 始 等 の 届 出 ）

第 六 十 条 県 内 に 事 務 所 又 は 事 業 所 を 設 け て 第 第 六 十 条 県 内 に 事 務 所 又 は 事 業 所 を 設 け て 第

五 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 事 業 を 行 う 法 人 五 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 事 業 を 行 う 法 人

は 、 当 該 事 業 を 開 始 し た 日 か ら 二 月 以 内 に 、 は 、 当 該 事 業 を 開 始 し た 日 か ら 二 月 以 内 に 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に 知 事 が 必 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に 知 事 が 必

要 と 認 め る 書 類 を 添 付 し て 、 こ れ を 知 事 に 提 要 と 認 め る 書 類 を 添 付 し て 、 こ れ を 知 事 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。 出 し な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

四 事 業 年 度 四 事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度

五 略 五 略

２ 略 ２ 略

第 四 条 栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 環 境 性 能 割 の 申 告 納 付 ） （ 環 境 性 能 割 の 申 告 納 付 ）

第 百 五 条 の 五 環 境 性 能 割 の 納 税 義 務 者 は 、 次 第 百 五 条 の 五 環 境 性 能 割 の 納 税 義 務 者 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 の 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各

号 に 定 め る 時 又 は 日 ま で に 、 環 境 性 能 割 の 課 号 に 定 め る 時 又 は 日 ま で に 、 環 境 性 能 割 の 課

税 標 準 額 、 環 境 性 能 割 額 そ の 他 必 要 な 事 項 を 税 標 準 額 、 環 境 性 能 割 額 そ の 他 必 要 な 事 項 を

記 載 し た 法 第 百 六 十 条 第 一 項 （ 環 境 性 能 割 の 記 載 し た 法 第 百 六 十 条 第 一 項 （ 環 境 性 能 割 の

申 告 納 付 ） の 規 定 に よ る 申 告 書 を 知 事 に 提 出 申 告 納 付 ） の 規 定 に よ る 申 告 書 を 知 事 に 提 出

す る と と も に 、 そ の 申 告 に 係 る 環 境 性 能 割 額 す る と と も に 、 そ の 申 告 に 係 る 環 境 性 能 割 額

を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 前 二 号 に 掲 げ る 自 動 車 以 外 の 自 動 車 で 、 三 前 二 号 に 掲 げ る 自 動 車 以 外 の 自 動 車 で 、

道 路 運 送 車 両 法 第 六 十 七 条 第 一 項 （ 自 動 車 道 路 運 送 車 両 法 第 六 十 七 条 第 一 項 （ 自 動 車

検 査 証 記 録 事 項 の 変 更 及 び 構 造 等 変 更 検 検 査 証 の 記 載 事 項 の 変 更 及 び 構 造 等 変 更 検

査 ） の 規 定 に よ る 自 動 車 検 査 証 の 変 更 記 録 査 ） の 規 定 に よ る 自 動 車 検 査 証 の 記 入

を 受 け る べ き 自 動 車 当 該 変 更 記 録 を 受 け を 受 け る べ き 自 動 車 当 該 記 入 を 受 け

る べ き 事 由 が あ っ た 日 か ら 十 五 日 を 経 過 す る べ き 事 由 が あ っ た 日 か ら 十 五 日 を 経 過 す

る 日 （ そ の 日 前 に 当 該 変 更 記 録 を 受 け た と る 日 （ そ の 日 前 に 当 該 記 入 を 受 け た と

き は 、 当 該 変 更 記 録 の 時 ） き は 、 当 該 記 入 の 時 ）

四 略 四 略

（ 栃 木 県 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 栃 木 県 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 栃 木 県 条 例
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２ 平 成 二 十 六 年 度 か ら 令 和 五 年 度 ま で の ２ 平 成 二 十 六 年 度 か ら 平 成 三 十 五 年 度 ま で の

各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 の 均 等 割 に 係 る 第 三 各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 の 均 等 割 に 係 る 第 三0
0

条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 平 成 二 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 平 成 二

十 年 度 か ら 令 和 九 年 度 」 と あ る の は 「 平 十 年 度 か ら 平 成 三 十 九 年 度 」 と あ る の は 「 平

成 二 十 六 年 度 か ら 令 和 五 年 度 」 と 、 「 第 成 二 十 六 年 度 か ら 平 成 三 十 五 年 度 」 と 、 「 第

二 十 二 条 」 と あ る の は 「 附 則 第 十 九 条 」 と す 二 十 二 条 」 と あ る の は 「 附 則 第 十 九 条 」 と す

る 。 る 。

３ ・ ４ 略 ３ ・ ４ 略

（ 栃 木 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 及 び 不 均 一 課 税 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 栃 木 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 及 び 不 均 一 課 税 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十

八 年 栃 木 県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 事 業 税 の 不 均 一 課 税 ） （ 事 業 税 の 不 均 一 課 税 ）

第 二 条 知 事 は 、 地 方 活 力 向 上 地 域 内 に お い て 第 二 条 知 事 は 、 地 方 活 力 向 上 地 域 内 に お い て

法 第 五 条 第 十 八 項 （ 法 第 七 条 第 二 項 に お い て 法 第 五 条 第 十 八 項 （ 法 第 七 条 第 二 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 法 第 五 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 法 第 五

条 第 一 項 の 地 域 再 生 計 画 （ 同 条 第 四 項 第 五 号 条 第 一 項 の 地 域 再 生 計 画 （ 同 条 第 四 項 第 五 号

に 規 定 す る 地 方 活 力 向 上 地 域 等 特 定 業 務 施 設 に 規 定 す る 地 方 活 力 向 上 地 域 等 特 定 業 務 施 設

整 備 事 業 に 関 す る 事 項 が 記 載 さ れ た も の に 限 整 備 事 業 に 関 す る 事 項 が 記 載 さ れ た も の に 限

る 。 ） が 公 示 さ れ た 日 （ 地 域 再 生 法 の 一 部 を る 。 ） が 公 示 さ れ た 日 （ 地 域 再 生 法 の 一 部 を

改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 四 十 九 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 四 十 九

号 ） の 施 行 の 日 以 後 最 初 に 公 示 さ れ た 日 に 限 号 ） の 施 行 の 日 以 後 最 初 に 公 示 さ れ た 日 に 限

る 。 以 下 「 公 示 日 」 と い う 。 ） か ら 令 和 四 年 る 。 以 下 「 公 示 日 」 と い う 。 ） か ら 平 成 三 十

三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 、 法 第 十 七 条 の 二 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 、 法 第 十 七 条 の

二 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る

地 方 活 力 向 上 地 域 等 特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 の 地 方 活 力 向 上 地 域 等 特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 の

認 定 を 受 け た 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 認 定 事 業 認 定 を 受 け た 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 認 定 事 業

者 （ 同 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 業 を 実 施 す 者 （ 同 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 業 を 実 施 す

る 者 に 限 る 。 ） で あ っ て 、 当 該 認 定 を 受 け た る 者 に 限 る 。 ） で あ っ て 、 当 該 認 定 を 受 け た

日 か ら 同 日 の 翌 日 以 後 二 年 を 経 過 す る 日 ま で 日 か ら 同 日 の 翌 日 以 後 二 年 を 経 過 す る 日 ま で

（ 同 日 ま で に 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 当 該 認 （ 同 日 ま で に 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 当 該 認

定 を 取 り 消 さ れ た と き は 、 そ の 取 り 消 さ れ た 定 を 取 り 消 さ れ た と き は 、 そ の 取 り 消 さ れ た

日 の 前 日 ま で ） の 間 に 、 当 該 認 定 を 受 け た 地 日 の 前 日 ま で ） の 間 に 、 当 該 認 定 を 受 け た 地

方 活 力 向 上 地 域 等 特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 に 方 活 力 向 上 地 域 等 特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 に

従 っ て 地 域 再 生 法 第 十 七 条 の 六 の 地 方 公 共 団 従 っ て 地 域 再 生 法 第 十 七 条 の 六 の 地 方 公 共 団

体 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十 七 年 総 務 省 令 第 体 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十 七 年 総 務 省 令 第

七 十 三 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 七 十 三 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 二 条 第

一 号 に 規 定 す る 特 別 償 却 設 備 （ 以 下 「 特 別 償 一 号 に 規 定 す る 特 別 償 却 設 備 （ 以 下 「 特 別 償

却 設 備 」 と い う 。 ） を 新 設 し 、 又 は 増 設 し た 却 設 備 」 と い う 。 ） を 新 設 し 、 又 は 増 設 し た

者 （ 以 下 「 特 別 償 却 設 備 設 置 者 」 と い う 。 ） 者 （ 以 下 「 特 別 償 却 設 備 設 置 者 」 と い う 。 ）

に つ い て 、 当 該 特 別 償 却 設 備 を 事 業 の 用 に 供 に つ い て 、 当 該 特 別 償 却 設 備 を 事 業 の 用 に 供

し た 日 （ 以 下 「 供 用 日 」 と い う 。 ） の 属 す る し た 日 （ 以 下 「 供 用 日 」 と い う 。 ） の 属 す る

年 又 は 事 業 年 度 以 後 の 各 年 又 は 各 事 業 年 度 の 年 又 は 事 業 年 度 以 後 の 各 年 又 は 各 事 業 年 度 の

所 得 金 額 又 は 収 入 金 額 （ 事 業 税 の 課 税 標 準 額 所 得 金 額 又 は 収 入 金 額 （ 事 業 税 の 課 税 標 準 額

と な る も の を い う 。 ） の う ち 当 該 特 別 償 却 設 と な る も の を い う 。 ） の う ち 当 該 特 別 償 却 設

備 に 係 る も の と し て 省 令 第 三 条 の 規 定 に よ り 備 に 係 る も の と し て 省 令 第 三 条 の 規 定 に よ り

第 三 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す 0
0

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 県 民 税 の 均 等 割 の 課 税 免 除 ） （ 県 民 税 の 均 等 割 の 課 税 免 除 ）

第 二 条 知 事 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 特 定 非 営 利 第 二 条 知 事 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 特 定 非 営 利

活 動 法 人 に 対 し 、 当 該 各 号 に 定 め る 県 民 税 の 活 動 法 人 に 対 し 、 当 該 各 号 に 定 め る 県 民 税 の

均 等 割 を 免 除 す る こ と が で き る 。 均 等 割 を 免 除 す る こ と が で き る 。

一 地 方 税 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 二 一 地 方 税 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 二

百 四 十 五 号 ） 第 七 条 の 四 に 規 定 す る 収 益 事 百 四 十 五 号 ） 第 七 条 の 四 に 規 定 す る 収 益 事

業 （ 次 号 に お い て 「 収 益 事 業 」 と い う 。 ） 業 （ 次 号 に お い て 「 収 益 事 業 」 と い う 。 ）

を 行 わ な い 特 定 非 営 利 活 動 法 人 当 該 特 定 を 行 わ な い 特 定 非 営 利 活 動 法 人 当 該 特 定

非 営 利 活 動 法 人 の 設 立 の 日 以 後 三 箇 年 以 内 非 営 利 活 動 法 人 の 設 立 の 日 以 後 三 箇 年 以 内

に 終 了 す る 地 方 税 法 第 五 十 二 条 第 二 項 第 三 に 終 了 す る 地 方 税 法 第 五 十 二 条 第 二 項 第 四

号 の 期 間 に 係 る 県 民 税 の 均 等 割 号 の 期 間 に 係 る 県 民 税 の 均 等 割

二 略 二 略

（ と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 県 民 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 県 民 税 条 例 （ 平 成 十 九 年 栃 木 県 条 例 第 四 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 個 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 の 特 例 ） （ 個 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 の 特 例 ）

第 三 条 平 成 二 十 年 度 か ら 令 和 九 年 度 ま で 第 三 条 平 成 二 十 年 度 か ら 平 成 三 十 九 年 度 ま で

の 各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 の 各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率

は 、 県 税 条 例 第 二 十 二 条 の 規 定 に か か わ ら は 、 県 税 条 例 第 二 十 二 条 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 同 条 に 定 め る 額 に 七 百 円 を 加 算 し た 額 と ず 、 同 条 に 定 め る 額 に 七 百 円 を 加 算 し た 額 と

す る 。 す る 。

（ 法 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 の 特 例 ） （ 法 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 の 特 例 ）

第 四 条 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 令 和 十 年 三 月 第 四 条 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 平 成 四 十 年 三

三 十 一 日 ま で の 間 に 開 始 す る 各 事 業 年 度 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 開 始 す る 各 事 業 年 度 若

又 は 地 方 税 法 （ 昭 和 二 し く は 各 連 結 事 業 年 度 又 は 地 方 税 法 （ 昭 和 二

十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 五 十 二 条 第 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 五 十 二 条 第 二

項 第 三 号 の 期 間 に 係 る 県 税 条 例 第 三 十 二 条 に 項 第 四 号 の 期 間 に 係 る 県 税 条 例 第 三 十 二 条 に

規 定 す る 法 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 は 、 同 規 定 す る 法 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 は 、 同

条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 の 表 の 上 欄 に 掲 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 の 表 の 上 欄 に 掲

げ る 法 人 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 げ る 法 人 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄

に 定 め る 額 に 、 当 該 額 に 百 分 の 七 を 乗 じ て 得 に 定 め る 額 に 、 当 該 額 に 百 分 の 七 を 乗 じ て 得

た 額 を 加 算 し た 額 と す る 。 た 額 を 加 算 し た 額 と す る 。

附 則 附 則

１ 略 １ 略

（ 平 成 二 十 六 年 度 か ら 令 和 五 年 度 ま で の 各 年 （ 平 成 二 十 六 年 度 か ら 平 成 三 十 五 年 度 ま で の

度 分 の 個 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 の 特 例 ） 各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 の 均 等 割 の 税 率 の 特

例 ）



（16） 栃 木 県 公 報 号外第42号令和２（2020）年６月16日　火曜日

計 算 し た 額 に 対 し て 課 す る 事 業 税 の 税 率 を 、 計 算 し た 額 に 対 し て 課 す る 事 業 税 の 税 率 を 、

栃 木 県 県 税 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 栃 木 県 県 税 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 0
0

号 。 以 下 「 県 税 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 十 六 条 号 。 以 下 「 県 税 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 十 六 条

（ 県 税 条 例 附 則 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ り 読 み （ 県 税 条 例 附 則 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ り 読 み

替 え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 六 十 替 え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 六 十

三 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 各 条 に 規 定 す 三 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 各 条 に 規 定 す

る 税 率 に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 年 又 は 事 業 年 度 る 税 率 に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 年 又 は 事 業 年 度

の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ

た 税 率 と す る こ と が で き る 。 た 税 率 と す る こ と が で き る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め

る 日 か ら 施 行 す る 。

一 第 二 条 の 規 定 令 和 三 年 一 月 一 日

二 第 三 条 の 規 定 （ 次 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 及 び 栃 木 県 県 税 条 例 第 五 十 四 条 第 一 項 第 三 号 の 改 正 規

定 を 除 く 。 ） 、 第 五 条 の 規 定 、 第 六 条 の 規 定 （ と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 県 民 税 条 例 第 四 条 の 改

正 規 定 （ 「 平 成 四 十 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） に

限 る 。 ） 並 び に 附 則 第 三 条 及 び 第 四 条 の 規 定 令 和 四 年 四 月 一 日

三 第 三 条 中 栃 木 県 県 税 条 例 第 十 九 条 第 三 項 の 改 正 規 定 規 則 で 定 め る 日

四 第 四 条 の 規 定 道 路 運 送 車 両 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 元 年 法 律 第 十 四 号 ） 附 則 第 一 条

第 六 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日

２ 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 栃 木 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 及 び 不 均 一 課 税

に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

（ 徴 収 猶 予 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 二 条 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 栃 木 県 県 税 条 例 附 則 第 三 十 一 条 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の

日 以 後 に 申 請 さ れ る 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 附 則 第 五 十 九 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 徴 収 の 猶 予 に つ い て 適 用 す る 。

（ 法 人 の 県 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 三 条 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 栃 木 県 県 税 条 例 第 三 十 条 及 び 第 三 十 五 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定

は 、 附 則 第 一 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 二 号 施 行 日 」 と い

う 。 ） 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 （ 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 二 年 法 律 第 八 号 ） 第 三

条 の 規 定 （ 同 法 附 則 第 一 条 第 五 号 ロ に 掲 げ る 改 正 規 定 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 前 の 法 人 税 法 （ 昭 和

四 十 年 法 律 第 三 十 四 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 四 年 旧 法 人 税 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 十 二 号 の 七

に 規 定 す る 連 結 子 法 人 （ 次 項 に お い て 「 連 結 子 法 人 」 と い う 。 ） の 連 結 親 法 人 事 業 年 度 （ 四 年 旧

法 人 税 法 第 十 五 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 連 結 親 法 人 事 業 年 度 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） が 二

号 施 行 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 を 除 く 。 次 条 第 一 項 に お い て 「 二 号 施 行 日 以 後 事 業 年 度 」 と い

う 。 ） 分 の 法 人 の 県 民 税 に つ い て 適 用 す る 。

２ 二 号 施 行 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 （ 連 結 子 法 人 の 連 結 親 法 人 事 業 年 度 が 二 号 施 行 日 前 に 開 始 し

た 事 業 年 度 を 含 む 。 次 条 第 二 項 に お い て 「 二 号 施 行 日 前 事 業 年 度 」 と い う 。 ） 分 の 法 人 の 県 民 税

及 び 二 号 施 行 日 前 に 開 始 し た 連 結 事 業 年 度 （ 四 年 旧 法 人 税 法 第 十 五 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 連 結

事 業 年 度 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） （ 連 結 子 法 人 の 連 結 親 法 人 事 業 年 度 が 二 号 施 行 日

前 に 開 始 し た 連 結 事 業 年 度 を 含 む 。 次 条 第 二 項 に お い て 「 二 号 施 行 日 前 連 結 事 業 年 度 」 と い

う 。 ） 分 の 法 人 の 県 民 税 に つ い て は 、 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 栃 木 県 県 税 条 例 第 三 十 条 及 び

第 三 十 五 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

（ と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 県 民 税 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 四 条 第 六 条 の 規 定 （ と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 県 民 税 条 例 第 四 条 の 改 正 規 定 （ 「 平 成 四 十 年 三 月

三 十 一 日 」 を 「 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） に 限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ）

に よ る 改 正 後 の 同 条 例 第 四 条 の 規 定 は 、 二 号 施 行 日 以 後 事 業 年 度 分 の 法 人 の 県 民 税 の 均 等 割 に つ

い て 適 用 す る 。

２ 平 成 二 十 六 年 度 か ら 令 和 五 年 度 ま で の ２ 平 成 二 十 六 年 度 か ら 平 成 三 十 五 年 度 ま で の

各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 の 均 等 割 に 係 る 第 三 各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 の 均 等 割 に 係 る 第 三0
0

条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 平 成 二 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 平 成 二

十 年 度 か ら 令 和 九 年 度 」 と あ る の は 「 平 十 年 度 か ら 平 成 三 十 九 年 度 」 と あ る の は 「 平

成 二 十 六 年 度 か ら 令 和 五 年 度 」 と 、 「 第 成 二 十 六 年 度 か ら 平 成 三 十 五 年 度 」 と 、 「 第

二 十 二 条 」 と あ る の は 「 附 則 第 十 九 条 」 と す 二 十 二 条 」 と あ る の は 「 附 則 第 十 九 条 」 と す

る 。 る 。

３ ・ ４ 略 ３ ・ ４ 略

（ 栃 木 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 及 び 不 均 一 課 税 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 栃 木 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 及 び 不 均 一 課 税 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十

八 年 栃 木 県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 事 業 税 の 不 均 一 課 税 ） （ 事 業 税 の 不 均 一 課 税 ）

第 二 条 知 事 は 、 地 方 活 力 向 上 地 域 内 に お い て 第 二 条 知 事 は 、 地 方 活 力 向 上 地 域 内 に お い て

法 第 五 条 第 十 八 項 （ 法 第 七 条 第 二 項 に お い て 法 第 五 条 第 十 八 項 （ 法 第 七 条 第 二 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 法 第 五 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 法 第 五

条 第 一 項 の 地 域 再 生 計 画 （ 同 条 第 四 項 第 五 号 条 第 一 項 の 地 域 再 生 計 画 （ 同 条 第 四 項 第 五 号

に 規 定 す る 地 方 活 力 向 上 地 域 等 特 定 業 務 施 設 に 規 定 す る 地 方 活 力 向 上 地 域 等 特 定 業 務 施 設

整 備 事 業 に 関 す る 事 項 が 記 載 さ れ た も の に 限 整 備 事 業 に 関 す る 事 項 が 記 載 さ れ た も の に 限

る 。 ） が 公 示 さ れ た 日 （ 地 域 再 生 法 の 一 部 を る 。 ） が 公 示 さ れ た 日 （ 地 域 再 生 法 の 一 部 を

改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 四 十 九 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 四 十 九

号 ） の 施 行 の 日 以 後 最 初 に 公 示 さ れ た 日 に 限 号 ） の 施 行 の 日 以 後 最 初 に 公 示 さ れ た 日 に 限

る 。 以 下 「 公 示 日 」 と い う 。 ） か ら 令 和 四 年 る 。 以 下 「 公 示 日 」 と い う 。 ） か ら 平 成 三 十

三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 、 法 第 十 七 条 の 二 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 、 法 第 十 七 条 の

二 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る

地 方 活 力 向 上 地 域 等 特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 の 地 方 活 力 向 上 地 域 等 特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 の

認 定 を 受 け た 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 認 定 事 業 認 定 を 受 け た 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 認 定 事 業

者 （ 同 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 業 を 実 施 す 者 （ 同 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 業 を 実 施 す

る 者 に 限 る 。 ） で あ っ て 、 当 該 認 定 を 受 け た る 者 に 限 る 。 ） で あ っ て 、 当 該 認 定 を 受 け た

日 か ら 同 日 の 翌 日 以 後 二 年 を 経 過 す る 日 ま で 日 か ら 同 日 の 翌 日 以 後 二 年 を 経 過 す る 日 ま で

（ 同 日 ま で に 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 当 該 認 （ 同 日 ま で に 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 当 該 認

定 を 取 り 消 さ れ た と き は 、 そ の 取 り 消 さ れ た 定 を 取 り 消 さ れ た と き は 、 そ の 取 り 消 さ れ た

日 の 前 日 ま で ） の 間 に 、 当 該 認 定 を 受 け た 地 日 の 前 日 ま で ） の 間 に 、 当 該 認 定 を 受 け た 地

方 活 力 向 上 地 域 等 特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 に 方 活 力 向 上 地 域 等 特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 に

従 っ て 地 域 再 生 法 第 十 七 条 の 六 の 地 方 公 共 団 従 っ て 地 域 再 生 法 第 十 七 条 の 六 の 地 方 公 共 団

体 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十 七 年 総 務 省 令 第 体 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十 七 年 総 務 省 令 第

七 十 三 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 七 十 三 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 二 条 第

一 号 に 規 定 す る 特 別 償 却 設 備 （ 以 下 「 特 別 償 一 号 に 規 定 す る 特 別 償 却 設 備 （ 以 下 「 特 別 償

却 設 備 」 と い う 。 ） を 新 設 し 、 又 は 増 設 し た 却 設 備 」 と い う 。 ） を 新 設 し 、 又 は 増 設 し た

者 （ 以 下 「 特 別 償 却 設 備 設 置 者 」 と い う 。 ） 者 （ 以 下 「 特 別 償 却 設 備 設 置 者 」 と い う 。 ）

に つ い て 、 当 該 特 別 償 却 設 備 を 事 業 の 用 に 供 に つ い て 、 当 該 特 別 償 却 設 備 を 事 業 の 用 に 供

し た 日 （ 以 下 「 供 用 日 」 と い う 。 ） の 属 す る し た 日 （ 以 下 「 供 用 日 」 と い う 。 ） の 属 す る

年 又 は 事 業 年 度 以 後 の 各 年 又 は 各 事 業 年 度 の 年 又 は 事 業 年 度 以 後 の 各 年 又 は 各 事 業 年 度 の

所 得 金 額 又 は 収 入 金 額 （ 事 業 税 の 課 税 標 準 額 所 得 金 額 又 は 収 入 金 額 （ 事 業 税 の 課 税 標 準 額

と な る も の を い う 。 ） の う ち 当 該 特 別 償 却 設 と な る も の を い う 。 ） の う ち 当 該 特 別 償 却 設

備 に 係 る も の と し て 省 令 第 三 条 の 規 定 に よ り 備 に 係 る も の と し て 省 令 第 三 条 の 規 定 に よ り
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２ 二 号 施 行 日 前 事 業 年 度 分 の 法 人 の 県 民 税 の 均 等 割 及 び 二 号 施 行 日 前 連 結 事 業 年 度 分 の 法 人 の 県

民 税 の 均 等 割 に つ い て は 、 第 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 県 民 税 条 例 第 四0
0

条 の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

（ 税 務 課 ）

計 算 し た 額 に 対 し て 課 す る 事 業 税 の 税 率 を 、 計 算 し た 額 に 対 し て 課 す る 事 業 税 の 税 率 を 、

栃 木 県 県 税 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 栃 木 県 県 税 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 0
0

号 。 以 下 「 県 税 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 十 六 条 号 。 以 下 「 県 税 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 十 六 条

（ 県 税 条 例 附 則 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ り 読 み （ 県 税 条 例 附 則 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ り 読 み

替 え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 六 十 替 え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 六 十

三 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 各 条 に 規 定 す 三 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 各 条 に 規 定 す

る 税 率 に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 年 又 は 事 業 年 度 る 税 率 に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 年 又 は 事 業 年 度

の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ

た 税 率 と す る こ と が で き る 。 た 税 率 と す る こ と が で き る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め

る 日 か ら 施 行 す る 。

一 第 二 条 の 規 定 令 和 三 年 一 月 一 日

二 第 三 条 の 規 定 （ 次 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 及 び 栃 木 県 県 税 条 例 第 五 十 四 条 第 一 項 第 三 号 の 改 正 規

定 を 除 く 。 ） 、 第 五 条 の 規 定 、 第 六 条 の 規 定 （ と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 県 民 税 条 例 第 四 条 の 改

正 規 定 （ 「 平 成 四 十 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） に

限 る 。 ） 並 び に 附 則 第 三 条 及 び 第 四 条 の 規 定 令 和 四 年 四 月 一 日

三 第 三 条 中 栃 木 県 県 税 条 例 第 十 九 条 第 三 項 の 改 正 規 定 規 則 で 定 め る 日

四 第 四 条 の 規 定 道 路 運 送 車 両 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 元 年 法 律 第 十 四 号 ） 附 則 第 一 条

第 六 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日

２ 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 栃 木 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 及 び 不 均 一 課 税

に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

（ 徴 収 猶 予 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 二 条 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 栃 木 県 県 税 条 例 附 則 第 三 十 一 条 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の

日 以 後 に 申 請 さ れ る 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 附 則 第 五 十 九 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 徴 収 の 猶 予 に つ い て 適 用 す る 。

（ 法 人 の 県 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 三 条 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 栃 木 県 県 税 条 例 第 三 十 条 及 び 第 三 十 五 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定

は 、 附 則 第 一 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 二 号 施 行 日 」 と い

う 。 ） 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 （ 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 二 年 法 律 第 八 号 ） 第 三

条 の 規 定 （ 同 法 附 則 第 一 条 第 五 号 ロ に 掲 げ る 改 正 規 定 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 前 の 法 人 税 法 （ 昭 和

四 十 年 法 律 第 三 十 四 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 四 年 旧 法 人 税 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 十 二 号 の 七

に 規 定 す る 連 結 子 法 人 （ 次 項 に お い て 「 連 結 子 法 人 」 と い う 。 ） の 連 結 親 法 人 事 業 年 度 （ 四 年 旧

法 人 税 法 第 十 五 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 連 結 親 法 人 事 業 年 度 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） が 二

号 施 行 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 を 除 く 。 次 条 第 一 項 に お い て 「 二 号 施 行 日 以 後 事 業 年 度 」 と い

う 。 ） 分 の 法 人 の 県 民 税 に つ い て 適 用 す る 。

２ 二 号 施 行 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 （ 連 結 子 法 人 の 連 結 親 法 人 事 業 年 度 が 二 号 施 行 日 前 に 開 始 し

た 事 業 年 度 を 含 む 。 次 条 第 二 項 に お い て 「 二 号 施 行 日 前 事 業 年 度 」 と い う 。 ） 分 の 法 人 の 県 民 税

及 び 二 号 施 行 日 前 に 開 始 し た 連 結 事 業 年 度 （ 四 年 旧 法 人 税 法 第 十 五 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 連 結

事 業 年 度 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） （ 連 結 子 法 人 の 連 結 親 法 人 事 業 年 度 が 二 号 施 行 日

前 に 開 始 し た 連 結 事 業 年 度 を 含 む 。 次 条 第 二 項 に お い て 「 二 号 施 行 日 前 連 結 事 業 年 度 」 と い

う 。 ） 分 の 法 人 の 県 民 税 に つ い て は 、 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 栃 木 県 県 税 条 例 第 三 十 条 及 び

第 三 十 五 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

（ と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 県 民 税 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 四 条 第 六 条 の 規 定 （ と ち ぎ の 元 気 な 森 づ く り 県 民 税 条 例 第 四 条 の 改 正 規 定 （ 「 平 成 四 十 年 三 月

三 十 一 日 」 を 「 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） に 限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ）

に よ る 改 正 後 の 同 条 例 第 四 条 の 規 定 は 、 二 号 施 行 日 以 後 事 業 年 度 分 の 法 人 の 県 民 税 の 均 等 割 に つ

い て 適 用 す る 。


